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は じ め に 

     

国は、社会の多様性と活力を高め、経済が力強く発展していく観点や、男女間の実質的な

機会の平等を担保する観点から、男女平等参画社会の実現は、社会全体で取り組むべき最

重要課題として、関係法を整備し、取組を進めています。 

本市では、平成９年に「くしろ男女共同参画プラン」平成２０年には名称を変更した「く

しろ男女平等参画プラン」（以下、「プラン」とする。）を策定して以降、国等の施策の動向

も踏まえつつ、男女平等参画社会の実現に向けた諸施策の推進に努めてきました。この間、

平成２２年１２月には「釧路市男女平等参画推進条例」を制定し、男女がともに支えあい

創りあげていく社会を目指して、総合的かつ計画的に施策を推進しているところです。 

現行のプランは、平成３０年に計画期間を１０年として策定したもので、策定から６年

目を迎え、これまでの取組や成果、また、令和４年に実施した「男女平等に関する市民意

識・実態調査」の結果を踏まえて、時代の流れに合わせて推進すべき施策などに一部修正

を加えるプランの中間見直しを実施いたしました。 

これからも、プランに基づき、年齢や性別、国籍、障がいの有無、性的指向・性自認など

にかかわらず、すべての市民が人権を尊重され、いきいきと暮らす男女平等参画社会の実

現に向けた取組を進めてまいりますので、一層のご理解、ご協力をお願いいたします。 

最後に、本プランの見直しに当たり、ご尽力をいただきました釧路市男女平等参画審議

会委員の皆さまをはじめ、貴重なご意見をお寄せいただきました市民の皆さまや関係各位

に心からお礼申し上げます。 

 

    令和６年３月 

 

                            釧路市長 蝦 名 大 也 
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男女平等参画社会とは 

 

 「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思に 

よって社会のあらゆる分野における活動に参画する 

機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済 

的、社会的及び文化的利益を享受することができ、 

かつ、共に責任を担うべき社会」です。 

 

（男女共同参画社会基本法第２条より） 

 

釧路市男女いきいき参画宣言 

 

  わたしたち釧路市民は、 

性別にかかわりなく ともに協力し合い 

一人ひとりが 個性と能力を生かし 

家庭や職場など 社会のあらゆる場面において 

すべての人が自分らしく生きられる 

男女平等参画社会を推進することを 

ここに宣言します 

平成３０年３月２３日 
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 １  プ ラ ン 改 定 の 趣 旨                        

 

男女共同参画社会の実現に向け、我が国においては平成１１年に男女共同参画社会基本法

が制定され、基本法に基づく「男女共同参画基本計画」や成長戦略等によってさまざまな取

組が進められてきました。さらに、平成２８年には「女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律（女性活躍推進法）」が施行され、男女共同参画社会の実現に向けた取組は新たな

段階に入りました。男女平等参画への意識は、社会に少しずつ浸透してきているものの、少

子高齢化や人口減少、ライフスタイルや世帯構成の変化など、社会情勢の変化のほか、男女

の仕事や生活を取り巻く状況への対応等、男女平等参画を取り巻く課題は多様化しています。 

本市では、国や北海道などの男女共同参画推進の動向を踏まえ、平成２０年３月に「くし

ろ男女平等参画プラン」を策定、平成２３年４月には、基本理念や市の施策の基本となる事

項を定めた「釧路市男女平等参画推進条例」を施行し、これらに基づき諸施策の推進に努め

てきました。また、平成３０年３月には現行の「くしろ男女平等参画プラン ２０１８～２

０２７年度」を策定し、さまざまな施策を総合的かつ計画的に展開しているところです。 

現行のプランは、策定から６年目の折り返しに入り、これまでの実施状況を踏まえ、本市

における男女平等参画社会の実現に向け、新たな課題に対応し時代の流れに合わせて一部修

正を加えたプランの見直しを実施し、「くしろ男女平等参画プラン（中間改定）」（２０２４～

２０２７年度 令和６～９年度）を策定するものです。 

 

２  ５ 年 間 の プ ラ ン の 検 証                         

 

・「くしろ男女平等参画プラン」（２０１８～２０２７年度）に基づく各施策の推進状況につ

いては、令和４年度の各種事業実績とその事業評価の報告によると、Ａ評価の事業は全体

の85.7％、Ｂ評価が13.7％、Ｃ評価は0.5％で、概ね計画どおり実施されていました。ま

た、市の審議会等委員の女性登用については、４割達成を目標として取り組んでいますが、

令和４年度は36.7％と、目標には及ばない結果となっています。 

・令和４年度に実施した「男女平等に関する市民意識・実態調査」の結果では、学校教育、

地域活動の場を除き、家庭、職場、政治、社会全体などで「男性の方が優遇」とする回答
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が５０％を超える高い割合となり、男性優遇の状況は依然として続いていることがわかり

ました。また、「男は仕事、女は家庭」という役割分担の考え方に反対する人の割合は、前

回の釧路市調査（平成２４年度実施）よりも増加しており、性別役割分担意識については、

少しずつ解消されていることがわかります。 

・これら意識調査の結果や、現行の「くしろ男女平等参画プラン」の５年間の成果・課題を踏

まえつつ、国や北海道の動きを勘案しながら、引き続き男女平等参画の意識づくりを進めて

いきます。 

 

 ３  プ ラ ン の 位 置 づ け                         

 

１ 釧路市男女平等参画推進条例第１０条の規定に基づき、男女平等参画に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するために策定した基本計画です。 

２ 「くしろ男女平等参画プラン（２０１８～２０２７年度）」の中間見直しをした計画です。 

３ 国の「第５次男女共同参画基本計画」及び「北海道男女平等参画推進条例・同基本計画」

の趣旨を踏まえて策定しています。 

４ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第６条第２項に基づく、市町村推進

計画として位置づけています。 

５ 釧路市まちづくり基本構想の個別の計画に位置づけるとともに、釧路市まち・ひと・しご

と創生総合戦略をはじめ本市の各種計画との整合性を図り策定しています。 

 

 

 ４  計 画 期 間                         

この改定プランの計画期間は、現行プランの残りの期間とし、２０２４年度から２０２７

年度（令和６～９年度）までの４年間とします。 
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５  プランの基本理念と基本目標                      

  

釧路市男女平等参画推進条例においては、男女平等参画を推進するため、次の８つの基本

理念を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの基本理念を踏まえて、くしろ男女平等参画プラン（２０２４～２０２７年度）

では、４つの基本目標を設定し、その目標に沿って施策を進めます。 

 

Ⅰ 男女の人権の尊重 

Ⅱ 男女が共に働くための環境づくり 

Ⅲ あらゆる分野への男女平等参画の推進 

Ⅳ 多様なライフスタイルを可能にする環境整備 

 

 

①男女の人権の尊重 
男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の

性別による差別をなくし、男女が個人とし

て能力を発揮できる機会を確保すること 

②社会における制度又は慣行
の中立化への配慮 

性別による固定的な役割分担にとらわれ

ず、男女がさまざまな活動を選択できるよ

う、社会における制度や慣行のあり方を男

女の活動の選択に対してできる限り中立な

ものとするよう配慮すること 

③政策等の立案及び決定への
平等参画 

男女が、社会の対等なパートナーとして、さ

まざまな方針の立案・決定に参画できる機会

を確保すること 

④家庭生活における活動と他の活動の両立 
男女が相互の協力と社会の支援の下に、子育てや介護などの家

族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、自らの意思によ

って仕事や学習、地域活動などができるようにすること 

⑦あらゆる暴力の根絶 
男女が自らの性を大切にしながらお互いの

人格を尊重しあうことができるように、あら

ゆる形態の暴力を根絶すること 

⑧就業の場における男女の平等 
の推進 

働く男女が性別による不利益な取り扱いを受けること

なく、安心して働き生活できるようにすること 

⑥国際社会の取組と配慮 
男女平等参画の推進は、国際社会の取り組み

と密接な関係を有していることから国際的

な連携の下に行っていく必要があること 

⑤性と生殖に関する健康と権利 
男女が互いの性について理解を深め、基本的に

妊娠または出産に関する事項に関し双方の意思

が尊重され、生涯にわたり、ともに健康な生活

を営むことができるようにすること 

≪基本理念≫ 

男女平等参画社会 

を実現するための 

８本の柱 

基本目標 
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６  プ ラ ン の 体 系                            

       

〈基本目標〉     〈基本方向〉         〈施策の方向〉 

 

                           （１）多様な機会を通しての広報・啓発 

                           （２）調査活動及び情報の収集・提供 

                           （３）メディアにおける男女の人権への配慮 

                       （１）学校における男女平等を進める教育・学習の推進 

                           （２）家庭・地域における男女平等に関する教育・学習の推進 

                           （１）配偶者等に対する暴力を許さない社会の意識醸成 

                           （２）配偶者等への暴力防止と被害者への支援 

                           （３）セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 

 

                           （１）男女の均等な機会と待遇の確保、結果の平等確保

に向けた啓発等 

                           （２）就労者等への支援・相談支援体制の充実 

                           （３）職場における男女平等意識の推進 

                           （１）育児・介護休業制度等の定着促進 

                           （２）女性の就業機会の拡大と再就職支援 

                           （３）男女が共に責任を担う家庭生活の実現 

                           （１）男女の職業能力の開発と就業支援 

                           （２）多様な働き方を可能にするための情報提供 

                           （３）農業等自営業に従事する女性への支援 

                             （１）男女が共に働きやすい環境づくりの推進 

                             （２）ハラスメントのない職場の実現 

                             （３）女性のライフステージに応じた支援 

 

                           （１）審議会・委員会等への女性の参画促進 

                           （２）計画策定及び意思決定過程への女性の参画拡大 

                           （３）企業及び地域活動組織等への女性の参画拡大 

                           （１）地域社会における男女平等参画に関する学習の推進 

                           （２）家庭・地域における男女平等参画促進 

                           （３）男女平等参画に関する市民への意識啓発、団体活

動等への支援 

                           （４）防災分野における男女平等参画の促進 

                           （５）国際的視野に立った男女平等参画の推進 

 

                           （１）相談窓口体制の充実 

                           （２）支援機能の充実 

                           （１）高齢者福祉の充実及び社会参加促進 

                           （２）障がい者の自立した生活の支援 

                           （３）困難な状況におかれているすべての人が尊重され

る社会の実現に向けた環境づくりの推進 

                             （４）多様性を尊重する意識の浸透 

（５）社会全体での子育て支援 

                           （１）多様な選択を可能にする学習機会の充実 

                           （２）生涯学習関連施設の充実及び情報の提供 

                           （１）妊娠・出産・育児期における女性と子どもの健康支援 

                           （２）男女平等の視点に立った性教育の促進 

                           （３）成人期・高齢期における健康づくり支援 

                           （４）保健・医療体制の充実 

１ 男女の人権について

の認識浸透 

２ 男女平等の視点に基

づく教育・学習の推進 

Ⅰ男女の人権

の尊重 と

も

に

創

り

あ

げ

る

社

会

を

め

ざ

し

て 

１ 就労の場における機

会均等の推進 

２ 男女の仕事と家庭の

両立 

３ 多様な働きかたを可

能にする環境整備 

１ 政策・方針決定過程へ

の女性の参画拡大 

２ 家庭・地域社会におけ

る男女平等参画の推進 

１ 相談・支援体制の充実 

２ 安心して暮らせる環

境の整備 

３ 生涯学習の推進 

４ 生涯にわたる男女の

健康支援 

Ⅱ男女が共に 

働くための 

環境づくり 

Ⅲあらゆる分

野への男女

平等参画の

推進 

Ⅳ多様なライ

フスタイル

を可能にす

る環境整備 

３ 男女平等参画を阻害

するあらゆる暴力の根

絶 

４ 女性の職業生活にお

ける活躍の推進 
（女性活躍推進計画） 
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● 成 果 目 標 

項  目 目標値 現状値 プラン該当部分 

事業所従業者数の 

女性従業者の割合 
50％ 

（R3実績） 

45.3％ 

基本目標Ⅱ 

１ 就労の場における機会均等の推進 

（1）男女の均等な機会と待遇の確保、結果の

平等確保に向けた啓発等 

市の男性職員の 

育児休業取得率 
30％以上 

（R4実績） 

21.6％ 

基本目標Ⅱ 

２ 男女の仕事と家庭の両立 

（1）育児・介護休業制度等の定着促進 

基本目標Ⅱ 

４ 女性の職業生活における活躍の推進 

（1）男女が共に働きやすい環境づくりの推進 

市の男性職員の出産休暇

と育児参加休暇の 

合計取得日数5日以上 

100％ 
（R4実績） 

63.5％ 

基本目標Ⅱ 

２ 男女の仕事と家庭の両立 

（1）育児・介護休業制度等の定着促進 

基本目標Ⅱ 

４ 女性の職業生活における活躍の推進 

（1）男女が共に働きやすい環境づくりの推進 

子育て支援拠点センター

の延べ利用者数 

4万人以上

の維持 

（R4実績） 

26,450人 

基本目標Ⅱ 

２ 男女の仕事と家庭の両立 

（3）男女が共に責任を担う家庭生活の実現 

基本目標Ⅱ 

４ 女性の職業生活における活躍の推進 

（1）男女が共に働きやすい環境づくりの推進 

基本目標Ⅳ 

２ 安心して暮らせる環境の整備 

（5）社会全体での子育て支援 

各種審議会等委員の 

女性委員の割合の 

目標達成 

（性別配慮が困難な 

委員を除く） 

40％ 
（R4実績） 

36.7％ 

基本目標Ⅲ 

１ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

（1）審議会・委員会等への女性の参画促進 

ファミリーサポート 

センター会員数 

H30実績の

10％増 

1,348人 

（R4実績） 

1,160人 

基本目標Ⅳ 

２ 安心して暮らせる環境の整備 

（5）社会全体での子育て支援 

マタニティ講座を 

受講したことで「妊娠・出

産・育児に対する不安の解

消に役立った」と答えた者

の割合 

100％ 
（R4実績） 

98.4％ 

基本目標Ⅳ 

４ 生涯にわたる男女の健康支援 

（1）妊娠・出産・育児期における女性と子ど

もの健康支援 
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第 ２ 章        

 

 プ ラ ン の 内 容 
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基本目標 Ⅰ 男女の人権の尊重 

 

基本目標 Ⅰ 男女の人権の尊重                 
 

基本方向１． 男女の人権についての認識浸透   

 

男女平等参画社会の形成のためには、社会制度や慣行が、実質的に男女にどのような影響を与えるのか

常に検討していく必要があります。 

本市が令和４年度に実施した「男女平等に関する市民意識・実態調査」（次ページ以降では意識調査と

いう。）では、「男性は仕事、女性は家庭」という考え方に賛成する人の割合は、平成２４年度に実施した

「男女平等に関する意識・実態調査」（次ページ以降では前回調査という。）よりも減少しており、固定的

な性別役割分担意識は薄れてきているものの、「男女の地位の平等感」については、「男性の方が優遇され

ている」とする回答の割合が前回よりも高くなっており、特に「政治の場」では「男性優遇」とする回答

が８割近くになるなど、依然として男女の地位についての不平等感が残っていることがわかりました。 

性別や、社会的・文化的に作られたジェンダーにとらわれず、人権尊重の理念に対する理解を深めると

ともに、人として保障されている法律上の権利や、権利が侵害された場合の対応等について正しい知識が

得られるよう、情報の提供に努め、若い世代にも広く情報を伝えられるよう、インターネットやＳＮＳ等

も用いた広報・啓発を進めます。 

また、メディア業界が自主的に行っている女性の人権を尊重した表現の推進のための取組を継続、拡大

するよう働きかけるとともに、女性や子どもの人権を侵害するような違法・有害な情報への対策充実を図

ることも重要になります。特に、インターネット上の情報の取扱いについては若年層を含め広く啓発の必

要があります。 

今後も関係機関との連携を深めつつ、男女の人権尊重への理解促進に向け、意識改革を重点に置いた施

策の一層の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向と取組の概要】 

 （１）多様な機会を通しての広報・啓発 

① 「男女共同参画週間」などさまざまな機会を通しての男女平等意識の浸透 

② 各種講座、講演会の開催 

③ 広報紙・ホームページ・ＳＮＳ等の活用 

  

 

（釧路市男女平等参画推進条例） 

第３条(１) 男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の性別による差別をなくし、男女が個人として能力を発揮

する機会を確保すること。 

第３条(２) 性別による固定的な役割分担にとらわれず、男女が様々な活動を選択できるよう、社会における制

度及び慣行のあり方を、男女の活動の選択に対してできる限り中立なものとするように配慮すること。 

第９条 何人も、公衆に表示する情報において、差別的取扱い若しくは暴力行為等を助長し、又は連想させる表

現その他の男女平等参画の推進を阻害するような表現を行わないよう努めなければならない。 

第11条 市は、男女平等参画の推進に関する施策の策定及び実施に必要な調査及び研究を行うものとする。 

第14条 市は、男女平等参画の基本理念に対する理解が深まるよう、社会のあらゆる分野において広報、啓発活

動その他適切な措置を講ずるものとする。 
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（２）調査活動及び情報の収集・提供 

① 国内法等、女性に関する情報の収集・提供 

② 関連団体との連携を通して地域への情報提供 

③ 男女平等などに関する調査の実施 

（３）メディアにおける男女の人権への配慮 

① 女性の人権尊重、固定的性別役割分担にとらわれない表現の推進 

② 公的広報等における性差別につながらない表現の推進 

【各部関連事業】  

（１）多様な機会を通しての広報・啓発 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①「男女共同参画週

間」などさまざまな機

会を通しての男女平等

意識の浸透 

・広報紙等に情報掲載 

 

・情報提供と意識啓発 総合政策部 

②各種講座、講演会の

開催 

・啓発講座の開催 

 

 

 

 

 

 

・関連課との共催講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・啓発資料の配布 

 

・講演会等の開催 

 

・市職員対象セミナー開催 

 

・女性特有の問題解決に向

けた講座 

 

・「思春期ライフデザイン

講座」 

（中学生、高校生対象） 

 

・中学生対象赤ちゃんふれ

あい体験 

 

・生涯学習まちづくり出前

講座（男女平等参画・女性

活躍、ジェンダー平等） 

 

・各講座、成人式、公共施

設での啓発資料の配布 

 

総合政策部 

 

総務部 

 

こども保健部 

 

 

こども保健部 

学校教育部 

 

 

こども保健部 

学校教育部 

 

生涯学習部 

総合政策部 

 

 

総合政策部 

 

③広報紙・ホームペー

ジ・ＳＮＳ等の活用 

・広報紙・ホームペー

ジ・ＳＮＳ 等に情報掲

載 

 

 

 

・その他資料の配布 

・情報提供と意識啓発 

 

・男女共同参画週間記事掲

載・ＤＶ防止関連記事掲載 

（６月・１１月） 

 

・国・道・関連資料 

総合政策部 

 

総合政策部 

こども保健部 

 

 

所管部全般 
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・各種講座のＰＲ/取材

依頼 

 

 

 

 

所管部全般 

 

（２）調査活動及び情報の収集・提供 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①国内法等、女性に関

する情報の収集・提供 

・法改正などの情報提

供 

 

 

・国、道、道内各市か

らの情報収集・提供 

 

・広報紙等に情報掲載 

 

・パンフレットの配布 

 

・ＤＶ・均等法・育児・介

護休業法の改正時に内容の

情報提供 

 

・各種女性関連法整備及び

関連事業に関する情報提供 

 

・情報提供 

 

・情報提供 

所管部全般 

 

 

 

総合政策部 

 

 

総合政策部 

 

総合政策部 

②関連団体との連携を

通して地域への情報提

供 

・女性団体等を通して

の資料の配布 

 

・庁内関連課の情報提

供 

 

・各団体開催事業の情報提

供 

 

・子育て・ＤＶ関連事業な

どの情報提供 

 

総合政策部 

 

 

所管部全般 

③男女平等などに関す

る調査の実施 

・市民意識調査 

 

 

・企業調査 

 

・労働基本調査 

 

・ひとり親生活実態調

査 

 

・男女平等に関する意識・

実態調査 

 

・市内事業所対象 

 

・市内事業所対象 

 

・母子・父子家庭の生活実

態調査 

 

総合政策部 

 

 

総合政策部 

 

産業振興部 

 

こども保健部 

（３）メディアにおける男女の人権への配慮 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①女性の人権尊重、固

定的性別役割分担にと

らわれない表現の推進 

 

・有害図書販売の調査 ・監視員の立ち入り調査 学校教育部 

②公的広報等における

性差別につながらない

表現の推進 

 

・「男女平等参画の視点

からの公的広報の手続

き」（道作成）に基づく

表現の推進 

 

 総合政策部 
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基本目標 Ⅰ 男女の人権の尊重 

 

基本方向２． 男女平等の視点に基づく教育・学習の推進   
 

男女が共に自立して個性と能力を発揮し、社会形成に参画する必要があり、その基礎となるのが家庭、

学校、地域社会で行われる教育や学習です。 

子どもたち一人一人が社会の中で自分の役割を果たしながら自分らしい生き方を実現していくために 

*キャリア教育の推進が求められており、男女平等参画の視点も持ちながら、男女を問わず生活を営むた

めに必要となる知識や能力を身につけることなどの重要性について、理解の促進を図っていく必要があり

ます。 

意識調査で男女の地位の平等感について聞いたところ、さまざまな分野の中で「平等である」との回答

割合が最も高かったのは「学校教育の場」で、約 30％という結果となりましたが、前回調査の約 40％よ

りも減少しており、今後も、男女とも一人ひとりが思いやりと自立の意識を育み、個人の尊厳と男女平等

の理念を推進する教育・学習の一層の充実を図ることが必要です。 

また、教育全体を通し男女平等参画意識の浸透や相互理解を深めることが重要であり、教育に携わる者

が男女平等参画の理念を理解し推進することができるよう、研修等の取組を促進させ、意識啓発を図りま

す。 

家庭や学校、地域社会などあらゆる分野において、男女平等の視点に立ち、個人の多様な価値観などに

応じた、男女平等参画意識を育てるための教育や学習機会の提供を進めます。 

 

    

 
 

  

*キャリア教育 

 一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を

育てることを通して、キャリア発達（社会の中で自分の役割を果たしながら、

自分らしい生き方を実現していく過程）を促す教育 

 

 

 

 

【施策の方向と取組の概要】 

 （１）学校における男女平等を進める教育・学習の推進 

① 学校での発達段階に応じた男女の人権尊重と男女平等を学ぶ教育推進 

② 学校での児童・生徒の活動を通し、男女が互いに尊重し、性差（*ジェン

ダー）を理解する学習の促進 

③ 学校教育に携わる教職員や関係者に対して、さまざまな機会を活用し、

男女平等参画に対する正確な理解と意識啓発の促進 

（釧路市男女平等参画推進条例） 

第３条(１) 男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の性別による差別をなくし、男女が個人として能力を発揮

する機会を確保すること。 

第12条 市は、市民等の男女平等参画の推進についての理解を促進するため、学校教育、社会教育、家庭教育、

地域教育等のあらゆる教育の分野において必要な措置を講ずるものとする。 
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基本目標 Ⅰ 男女の人権の尊重 

（２）家庭・地域における男女平等に関する教育・学習の推進 

① 子どもの持つ平等観や性別役割分担意識は、家庭の教育観や生活習慣等

が強く反映することを認識し、家庭教育に関する学習機会や情報提供 

② 子どもに接するさまざまな関係者、保護者等への学習機会の提供及び意

識啓発 

③ キャリア教育の視点に立ち、年代に応じたアプローチを工夫した意識啓

発 

 

*ジェンダー 

 女らしさ、男らしさ、といった社会的・文化的側面からみた性差のこと。これに対

し、生物学的な性差をセックス（ＳＥＸ）という。ジェンダーは、男と女という性別

の違いから生じるのではなく、社会が求める「らしさ」の教育やしつけによって後天

的に形成され、これらは、男女間の不平等、性差別、固定化した役割分担など男性優

位である社会のしくみに反映されているといわれている。 

 

【各部関連事業】  

（１）学校における男女平等を進める教育・学習の推進 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①学校での発達段階に

応じた男女の人権尊重

と男女平等を学ぶ教育

推進 

 

・中学生対象赤ちゃん

ふれあい体験 

 

・スクールカウンセラ

ーの配置 

 

・教育相談 

 

 

・家庭教育支援事業 

 

・実際の赤ちゃんとお母さ

んの親子のふれあい 

 

・２４時間いじめカットラ

イン 

 

・一般教育相談（市民、教

職員、保護者、児童） 

 

・ＰＴＡ等と連携した家庭

教育に関する学習 

こども保健部 

学校教育部 

 

学校教育部 

 

 

学校教育部 

 

 

学校教育部 

②学校での児童・生徒

の活動を通し、男女が

互いに尊重し、性差

（ジェンダー）を理解

する学習の促進 

・道徳教育の充実 ・各学校における道徳教育

の推進を支援 

学校教育部 

③学校教育に携わる教

職員や関係者に対し

て、さまざまな機会を

活用し、男女平等参画

に対する正確な理解と

意識啓発の促進 

・研修会等 ・教職員の指導力や専門性

向上のための研究会等開催 

学校教育部 

総合政策部 

 



17 |  

 

 （２）家庭・地域における男女平等に関する教育・学習の推進 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①子どもの持つ平等観

や性別役割分担意識

は、家庭の教育観や生

活習慣等が強く反映す

ることを認識し、家庭

教育に関する学習機会

や情報提供 

・家庭教育支援事業 

 

 

・啓発講座 

 

 

・ＰＴＡ等と連携した家庭

教育に関する学習 

 

・ＤＶ・児童虐待関連講座 

 

 

学校教育部 

 

 

こども保健部 

 

 

 

②子どもに接するさま

ざまな関係者、保護者

等への学習機会の提供

及び意識啓発 

 

・子育て家庭支援ガイ

ドブック発行 

 

・子育て相談（子育て

支援拠点センター） 

 

・子育て相談（親子つ

どいのひろば） 

 

・マタニティ講座 

（パートナーの参加） 

 

・６～７か月児育児相

談 

 

・子育てのアドバイス、市

の事業・制度を紹介 

 

・子育てに関する悩み等 

 

 

・子育てに関する悩み等 

 

 

・休日を利用して出産に向

けた実技・講話 

 

・親の心構えや育児相談 

こども保健部 

 

 

こども保健部 

 

 

こども保健部 

 

 

こども保健部 

 

 

こども保健部 

③キャリア教育の視点

に立ち、年代に応じた

アプローチを工夫した

意識啓発 

・年代に応じた啓発事

業の実施 

・啓発事業実施 総合政策部 
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基本目標 Ⅰ 男女の人権の尊重 

 

基本方向３． 男女平等参画を阻害するあらゆる暴力の根絶   

 

性別を問わず、暴力は重大な人権侵害であり、いかなる場合にも許されるものではありません。その予

防と被害からの回復のための取組を推進し、暴力の根絶を図ることは男女平等参画社会を形成していく上

で克服すべき重要な課題です。 

*配偶者等からの暴力（ＤＶ）や、デートＤＶ、性暴力、*セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行

為などの被害は引き続き深刻な社会問題となっているほか、ＳＮＳなどインターネット上のコミュニケー

ションツールの広がりに伴い、これを利用した暴力は、交際相手からの暴力、性犯罪、売買春等、一層多

様化しており、そうした暴力に対しては迅速かつ的確に対応していく必要があります。 

意識調査の結果では、ＤＶ 被害を受けたことのある女性は8.3％、男性は1.9％となっており、女性の

被害者が多いものの、男性も被害を受けていることがわかりました。 

こうした状況を踏まえて、配偶者等からの暴力を根絶するため、暴力を容認しない社会環境の整備等、

基盤づくりの強化に努め、被害者が相談しやすい体制づくりを行い、相談先の周知についても力を入れて

取り組んでいきます。併せて、関係機関や団体との連携を強化するとともに、被害者支援に対しては、被

害者が置かれた状況に十分配慮し、きめ細かく対応していきます。 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

*配偶者等からの暴力 

（ＤＶ） 

 配偶者暴力防止法では、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃

であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。）又はこれに準ずる心身に有害な

影響を及ぼす言動をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、そのもの

が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者か

ら引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものと定義している。なお、生活の本拠

を共にする交際相手からの暴力及びその被害についても準用することになる。 

*セクシュアル・ハラス

メント 

 「性的嫌がらせ」という意味で、一般的には「セクハラ」と略して使われる。男性

が女性に対して行う場合がほとんどだが、女性から男性へ、同性間でも行われる場合

がある。セクシュアル・ハラスメントの概念は、「相手方の意に反した、性的な性質の

言動を行い、それに対する反応によっては仕事をする上で一定の不利益を与えたり、

またはそれを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させること」と説明されて

いる。 

（釧路市男女平等参画推進条例） 

第３条(７) 男女が、自らの性を大切にしながら互いの人格を尊重しあうことができるよう、あらゆる形態の

暴力を根絶すること。 

第８条 何人も、社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為をしてはならない。 

 (１) 性別を理由とする差別的な取扱い 

 (２) ドメスティック・バイオレンス 

 (３) セクシュアル・ハラスメント 

 (４) その他性別に起因すると認められる暴力行為等 

第９条 何人も、公衆に表示する情報において、差別的取扱い若しくは暴力行為等を助長し、又は連想させる

表現その他の男女平等参画の推進を阻害するような表現を行わないよう努めなければならない。 
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基本目標 Ⅰ 男女の人権の尊重 

 

【施策の方向と取組の概要】 

（１）配偶者等に対する暴力を許さない社会の意識醸成 

① 幅広い関係機関や関係者による連携体制の整備 

②「女性への暴力をなくす運動」キャンペーンを実施するなど、配偶者等に

対するあらゆる暴力を許さない社会の意識醸成への啓発活動推進 

（２）配偶者等への暴力防止と被害者への支援 

① 相談・保護・自立支援等の総合的支援を目指し、関係機関の連携強化 

② 被害者の相談や緊急一時保護（シェルター等）などに対応するための相

談担当者の研修充実 

（３）セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 

① 雇用・教育等の場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止対策の啓

発活動推進 

② セクシュアル・ハラスメントに対する認識と理解への啓発 

【各部関連事業】   

（１）配偶者等に対する暴力を許さない社会の意識醸成 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①幅広い関係機関や関

係者による連携体制の

整備 

 

・家庭福祉推進連絡協

議会（関係機関連携事

業） 

 

・生活安全施策の推進 

 

・ケース別協議と支援 

・相談員・関係者の研修会 

 

 

・暴力追放防犯運動団体と

の連携 

こども保健部 

 

 

 

市民環境部 

②「女性への暴力をな

くす運動」キャンペー

ンを実施するなど、配

偶者等に対するあらゆ

る暴力を許さない社会

の意識醸成への啓発活

動推進 

・広報紙等に情報掲載 

 

 

・啓発パンフレット等

の配布 

 

 

・情報提供と意識啓発 

 

 

・情報提供と意識啓発 

 

 

 

総合政策部 

こども保健部 

 

こども保健部 
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基本目標 Ⅰ 男女の人権の尊重 

 

（２）配偶者等への暴力防止と被害者への支援 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①相談・保護・自立支

援等の総合的支援を目

指し、関係機関の連携

強化 

 

・家庭福祉推進連絡協

議会（関係機関連携事

業） 

 

・シェルター（民間Ｎ

ＰＯ）への支援 

 

・ＤＶ相談・支援事業 

 

・ケース別協議と支援 

・相談員・関係者の研修会 

 

 

・シェルターへの支援 

 

 

・配偶者暴力支援センター

や警察、民間シェルターと

の連携による被害者支援 

こども保健部 

 

 

こども保健部 

 

 

こども保健部 

②被害者の相談や緊急

一時保護（シェルター

等）などに対応するた

めの相談担当者の研修

充実 

・相談員の研修  こども保健部 

 

 

（３）セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①雇用・教育等の場に

おけるセクシュアル・

ハラスメントの防止対

策の啓発活動推進 

 

・広報紙等に情報掲載 

 

・職域からの要請講座 

・情報提供と意識啓発 

 

・市内事業所対象研修会 

産業振興部 

 

総合政策部 

②セクシュアル・ハラ

スメントに対する認識

と理解への啓発 

 

・広報紙等に情報掲載 ・情報提供と意識啓発 総合政策部 
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【基本目標Ⅰに関係する調査等の内容資料】 

 

 

次にあげる分野で男女の地位は平等になっていると思いますか。 

 

（令和4年度 釧路市男女平等に関する市民意識・実態調査より） 

 

「男は仕事、女は家庭」という考え方に賛成しますか。 

 

 

（令和4年度 釧路市男女平等に関する市民意識・実態調査より） 

 

 

 

 

15.5 

14.9 

16.0 

40.9 

4.2 

4.8 

11.1 

9.3 

58.3 

53.4 

36.4 

38.9 

20.2 

23.9 

40.1 

42.5 

9.5 

13.9 

20.0 

5.0 

30.8 

25.8 

21.3 

29.8 

3.5 

3.8 

4.2 

0.5 

3.4 

5.6 

5.3 

7.7 

0.3 

0.6 

1.3 

0.2 

0.8 

0.5 

0.8 

0.8 

10.7 

10.7 

19.4 

12.2 

35.7 

36.5 

17.1 

8.2 

2.1 

2.6 

2.7 

2.4 

5.0 

2.9 

4.3 

1.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

社会全体として

社会常識・見解など

で

法律や制度の上で

政治の場で

学校教育の場で

地域活動の場で

職場の中で

家庭生活の中で

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている
平等になっている どちらかといえば女性の方が優遇されている
女性の方が非常に優遇されている わからない

3.0 

2.3 

2.6 

14.4 

5.4 

9.5 

40.0 

35.0 

37.0 

17.8 

24.4 

21.6 

23.0 

29.5 

26.6 

0.7 

2.3 

1.6 

1.1 

1.1 

1.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

(n=270)

女性

(n=349)

全体

(n=624)

賛成 どちらかといえば賛成 どちらともいえない どちらかといえば反対

反対 わからない 無回答
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 学校で男女が平等に教育されていると思いますか。

 

 

（令和4年度 釧路市男女平等に関する市民意識・実態調査より） 

 

学校で男女が平等に教育されていないと答えた方、その理由は何ですか（複数回答） 

 

 

（令和4年度 釧路市男女平等に関する市民意識・実態調査より） 

 

 

44.8 

36.4 

39.9 

14.1 

13.2 

13.5 

39.6 

46.7 

43.8 

1.5 

3.7 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性(n=270)

女性 (n=349)

全体 (n=624)

思う 思わない わからない 無回答

27.4 

51.2 

16.7 

13.1 

23.8 

10.7 

35.7 

25.0 

26.2 

9.5 

4.8 

28.3 

56.5 

21.7 

13.0 

28.3 

10.9 

34.8 

28.3 

19.6 

8.7 

4.3 

26.3 

44.7 

10.5 

13.2 

18.4 

10.5 

36.8 

21.1 

34.2 

10.5 

5.3 

0 10 20 30 40 50 60

名簿が男女別で男子が先

服装

運動会・陸上競技大会などの種目

学級委員の選び方と係活動の分担

名前の呼び方

学芸会・文化祭での役柄

言葉遣いなどに対する先生の注意の仕方

学習指導のあり方

進路指導のあり方

その他

無回答

全体 (n=84) 女性 (n=46) 男性(n=38)
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 ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）を身近で見聞きしたことがありますか。

 

（令和4年度 釧路市男女平等に関する市民意識・実態調査より） 

 

 もし、ドメスティック・バイオレンス、デートＤＶ、セクシュアル・ハラスメントの被害に 

  あったときは、どこ（誰）に相談しますか。（複数回答） 

 

（令和4年度 釧路市男女平等に関する市民意識・実態調査より） 

 

1.9 

8.3 

3.7 

4.9 

11.5 

17.8 

73.7 

57.9 

1.9 

3.4 

1.5 

0.3 

5.9 

7.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

(n=270)

女性

(n=349)

自分が直接被害を受けたことがある 相談を受けたことがある
被害を受けた人を知っている 身近に被害を受けた人はいない
言葉自体を知らない 自分が加害者になったことがある
無回答

55.4 

39.9 

31.9 

34.9 

9.8 

3.0 

6.3 

6.9 

5.9 

1.8 

8.5 

3.5 

62.2 

50.4 

28.4 

30.1 

9.2 

4.0 

6.3 

6.0 

5.4 

6.3 

0.9 

2.9 

47.4 

27.0 

36.7 

41.1 

10.7 

1.9 

6.3 

8.1 

6.7 

10.4 

3.0 

4.1 

0 10 20 30 40 50 60 70

家族

友人、知人、交際相手

警察、弁護士

公的な相談機関

民間の相談機関

同じ経験をした人

医師、カウンセラー

職場の苦情処理機関

や上司・同僚

どこ（誰）にも相談しない

相談先がわからない

その他

無回答

全体 (n=624) 女性 (n=349) 男性(n=270)
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基本目標 Ⅱ 男女が共に働くための環境づくり 

 

基本目標 Ⅱ 男女が共に働くための環境づくり         
 

基本方向１． 就労の場における機会均等の推進   
 

就業は生活の経済的基盤であり、働くことは自己実現につながるものです。また、働きたい人すべてが

性別に関わりなくいきいきと働くことができる環境づくりは、*ダイバーシティの推進につながり、経済

社会の持続可能な発展や企業の活性化の観点からも重要な意義を持ちます。*Ｍ字カーブ問題は解消に向

かっているとされていますが、子育てや介護等を理由として、就業を希望しながら求職していない女性は

多く、固定的な性別役割分担意識を背景として、そもそも就業を希望していない女性も少なくないものと

考えられており、大きな損失となっています。 

また、パートタイム労働等の非正規雇用は、多様なニーズに応えるという積極的な意義もある一方、男

性に比べ女性の方が非正規雇用の割合が高いことが女性の貧困や男女間の待遇面の格差の一因になって

いるとの指摘もあるため、非正規雇用労働者の処遇改善に向けた取組が必要となります。 

意識調査では、職場の中で「男性の方が優遇されていると思う」とした回答割合は５割を超えており、

前回調査よりもわずかに減少しているものの、職場において男性が優位である状況は依然として続いてい

ると考えられています。 

以上を踏まえて、国や北海道、企業と連携し、関係法令や制度について情報提供し周知徹底に努めると

ともに、相談体制の充実を図るなど就業環境の整備を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ダイバーシティ 
「多様性」のこと。性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性が力を発揮

し、共存できる社会のことをダイバーシティ社会という。 

 

 

*Ｍ字カーブ問題 

 Ｍ字カーブとは、日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、３０

歳代を谷とし、２０歳代後半と４０歳代後半が山になるアルファベットのＭのよう

な形になることをいう。これは、結婚や出産を機に労働市場から退出する女性が多

く、子育てが一段落すると再び労働市場に参入するという特徴があるためである。

なお、国際的にみると、アメリカやスウェーデン等の欧米先進諸国では、子育て期

における就業率の低下はみられない。 

 

 

 

 

 

 

（釧路市男女平等参画推進条例） 

第３条(８) 働く男女が、性別による不利益な取扱いを受けることなく、安心して働き、生活できるようにす

ること。 

第８条 何人も、社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為をしてはならない。 

 (１) 性別を理由とする差別的な取扱い 

第18条 市は、市における人事管理及び組織運営において、基本理念にのっとり、男女が性別にとらわれるこ

となくそれぞれの能力を発揮することができるよう必要な措置を講ずるとともに、市が出資する団体にお

いても同様の措置が講じられるよう努めるものとする。 
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基本目標 Ⅱ 男女が共に働くための環境づくり 
 

【施策の方向と取組の概要】 

（１）男女の均等な機会と待遇の確保、結果の平等確保に向けた啓発等 

① 事業主及び労働者等へ雇用機会均等法などの周知と啓発活動の推進 

② 企業における女性の職域拡大や管理職登用等、男女間格差是正の推進 

③ 女性の雇用継続の促進 

（２）就労者等への支援・相談支援体制の充実 

① 非正規雇用労働者等に関する雇用の相談・支援 

② 非正規雇用労働者等に関係する労働法の周知や関連する情報の提供 

（３）職場における男女平等意識の推進 

① 職場における固定的な性別役割分担意識の是正 

② 男女が対等なパートナーとして働く職場環境づくり 

 

【各部関連事業】  

（１）男女の均等な機会と待遇の確保、結果の平等確保に向けた啓発等 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①事業主及び労働者等

へ雇用機会均等法など

の周知と啓発活動の推

進 

 

・広報紙等に情報掲載 

 

・均等法説明会 

・情報提供と意識啓発 

 

・情報提供と意識啓発 

総合政策部 

 

産業振興部 

②企業における女性の

職域拡大や管理職登用

等、男女間格差是正の

推進 

 

・市民意識調査と報告 

 

・雇用労働相談員設置 

 

 

・労働基本調査 

・情報提供と意識啓発 

 

・雇用労働相談所で労働

相談実施 

 

・市内事業所対象 

総合政策部 

 

産業振興部 

 

 

産業振興部 

③女性の雇用継続の促

進 

・広報紙等に情報掲載 

 

・情報提供と意識啓発 

 

総合政策部 
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基本目標 Ⅱ 男女が共に働くための環境づくり 
 

（２）就労者等への支援・相談支援体制の充実 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①非正規雇用労働者等

に関する雇用の相談・

支援 

・雇用労働相談員設置 

 

 

・雇用労働相談所で労働

相談実施 

 

産業振興部 

 

 

②非正規雇用労働者等

に関係する労働法の周

知や関連する情報の提

供 

・広報紙等に情報掲載 

 

・関係機関・関係課連

携 

・情報提供と制度周知 

 

・情報提供と意識啓発 

総合政策部 

 

産業振興部 

 

（３）職場における男女平等意識の推進 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①職場における固定的

な性別役割分担意識の

是正 

・広報紙等に情報掲載 ・情報提供と意識啓発 

 

総合政策部 

 

 

②男女が対等なパート

ナーとして働く職場環

境づくり 

・広報紙等に情報掲載 ・情報提供と意識啓発 総合政策部 
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基本目標 Ⅱ 男女が共に働くための環境づくり 
 

基本方向２． 男女の仕事と家庭の両立   

 

働く女性が増加し、M字カーブ問題は解消に向かっているとされているものの、依然として育児や介護

等を理由に、就業を希望していても求職しない女性が多いとされています。女性も男性も、働きたい人す

べてが、仕事と子育て・介護等の二者択一を迫られることなく働き続け、その能力を十分に発揮すること

ができるよう、多様で柔軟な働き方等を通じた「*仕事と家庭の調和（ワーク・ライフ・バランス）」がま

すます重要となっています。企業がワーク・ライフ・バランスを推進することができるよう、効率的な働

き方や妊娠・出産・育児期における職場での配慮のあり方、年次有給休暇の取得促進等に関して、好事例

を紹介するなど、情報提供に努めます。 

また、意識調査では、共働き家庭では家事を「夫婦が平等に」担っている割合がそうでない家庭よりも

高くなっていましたが、共働きであるなしにかかわらず女性が主に家事を担っている状況は続いており、

パートナーである男性に向けては、子育て・介護等に関する必要な情報を発信したり意識啓発を行うこと

で、育児・介護休業の利用促進に繋げるなどして、男女が共に暮らしやすい環境づくりを推進していきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向と取組の概要】 

 （１）育児・介護休業制度等の定着促進 

① 働き方の見直しを進め、男性の育児・介護休暇の取得促進 

② 男性の家事・育児・介護への参画についての社会的気運の醸成促進 

③ 育児・介護休業法など各種休暇制度等の周知・啓発 

 （２）女性の就業機会の拡大と再就職支援 

① 女性の職域拡大や職業能力の向上のために必要な情報の提供 

② 女性の再就職を支援するための研修等の情報提供 

 

*仕事と家庭の調

和 

（ワーク・ライ

フ・バランス） 

 「仕事と私生活の両立」を意味する。やりがいのある仕事と充実した私生活を両立さ

せながら個人の能力を最大限に発揮できるように支援する考え方や施策のこと。 

仕事優先から仕事と生活のバランスがとれる働き方や生き方への展開が急速に求め

られるようになってきている。 

（釧路市男女平等参画推進条例） 

第３条(４) 男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、介護等の家族の一員としての役割を円滑に果

たし、かつ、自らの意思によって仕事、学習、地域活動等ができるようにすること。 

第３条(８) 働く男女が、性別による不利益な取扱いを受けることなく、安心して働き、生活できるようにす

ること。 

第６条の１ 事業者等は、基本理念にのっとり、その事業活動において、男女平等参画を積極的に推進するとと

もに、当該事業活動と家庭生活を含むその他の活動を両立して行うことができる事業環境を整備するよう

努めなければならない。 
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基本目標 Ⅱ 男女が共に働くための環境づくり 

  

（３）男女が共に責任を担う家庭生活の実現 

① 男性の家事・育児・介護への参画促進に向けた各種啓発 

② 男女平等観に基づく子育てなど家庭教育に関する学習機会や情報の提供 

③ ワーク・ライフ・バランス意識の啓発 

④ 家事・子育て支援の促進 

 

【各部関連事業】    

（１）育児・介護休業制度等の定着促進 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①働き方の見直しを進

め、男性の育児・介護

休暇の取得促進 

 

・市職員の育児休業等

取得促進 

・啓発ＰＲ紙の発行 

・リーフレット配布 

 

総務部 

②男性の家事・育児・

介護への参画について

の社会的気運の醸成促

進 

 

・広報紙等に情報掲載 ・情報提供と意識啓発 

 

総合政策部 

 

③育児・介護休業法な

ど各種休暇制度等の周

知・啓発 

 

・男女雇用機会均等法

（育児・介護休暇制度

活用）の周知 

 

・情報提供と意識啓発 産業振興部 

総合政策部 

 

（２）女性の就業機会の拡大と再就職支援 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①女性の職域拡大や職

業能力の向上のために

必要な情報の提供 

 

・関係機関等との連携 ・情報提供 産業振興部 

総合政策部 

 

②女性の再就職を支援

するための研修等の情

報提供 

 

 

・女性スキルアップ再

就職支援 

 

・広報紙等に情報掲載 

・国、道、他団体等との

連携 

 

・情報提供と意識啓発 

産業振興部 

総合政策部 

 

産業振興部 

総合政策部 
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基本目標 Ⅱ 男女が共に働くための環境づくり 
 

（３）男女が共に責任を担う家庭生活の実現 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①男性の家事・育児・

介護への参画促進にむ

けた各種啓発 

 

・子どもチャレンジ 

 

・マタニティ講座 

 

 

・くしろ家のパパご飯

レシピコンテスト 

・保護者と参加する講座 

 

・パートナーも一緒に参

加 （講話と実践） 

 

・父親の家事参加への啓

発（男女平等参画センタ

ー） 

生涯学習部 

 

 

 

こども保健部 

 

 

総合政策部 

②男女平等観に基づく

子育てなど家庭教育に

関する学習機会や情報

の提供 

 

・家庭教育支援事業 

 

 

 

・ＰＴＡ等と連携した家

庭教育に関する学習 

 

 

学校教育部 

 

 

 

③ワーク・ライフ・バ

ランス意識の啓発 

 

・講座、セミナー等開

催 

 

 

 

・情報提供と意識啓発 総合政策部 

 

④家事・子育て支援の

促進 

・地域子育て支援拠点

事業 

 

 

 

・地域子育て力推進事

業 

 

 

・親子・家庭・地域社会

の関わりをつくり子育て

支援 

 

 

・「せわずき・せわやき

隊」による子育て家庭の

応援 

 

こども保健部 

 

 

 

 

こども保健部 
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基本目標 Ⅱ 男女が共に働くための環境づくり 
 

 

基本方向３． 多様な働きかたを可能にする環境整備   

 

多様な生き方や働き方がある中で、職業生活においても各人の選択において能力を十分に発揮できるこ

とが必要であり、女性の参画が少ない業界における就業の支援も必要とされています。 

子育て等の理由で仕事から一定期間離れた後に再度働きたいと考える女性への再就職の支援や、デジタ

ル知識を含む、就労に必要なスキルの習得支援等を通じて、女性の潜在的な労働力を生かしていくことが

重要です。 

少子高齢化等により育児・介護と仕事を両立するニーズが高まる中、一人一人の事情に応じて多様で柔

軟な働き方が可能になるよう、起業などの雇用によらない働き方についても、安心して選択できる環境整

備のため、情報やノウハウを学ぶ機会の提供など、国や北海道を始めとした関係機関と連携のもと支援に

努めます。 

農林水産業・商工業などの自営業における家族従業者の実態を踏まえ、女性が家族従業者として果たし

ている役割が適切に評価され、過重な負担を負うことがないよう、働きやすい作業環境の整備や就業支援

を進めるとともに、育児・介護等に関わる男女の負担の軽減等を図る必要があります。また、農山漁村の

一部でいまだ根絶されていない固定的な性別役割分担の意識等による行動様式を是正し、あらゆる場にお

ける意識と行動の変革を促進しなくてはなりません。あわせて、女性が男性の対等なパートナーとして経

営等に参画できるようにするため、*家族経営協定の普及や有効な活用を含め、女性の経営上の位置づけ

の明確化や経済的地位の向上のために必要な取組の推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

*家族経営協定 

 家族経営が中心の日本の農業が、魅力ある職業となり、男女を問わず意欲を

もって取り組めるようするためには、経営内において家族一人ひとりの役割と

責任が明確となり、それぞれの意欲と能力が十分に発揮できる環境づくりが必

要。家族経営協定は、これを実現するために、農業経営を担っている世帯員相

互間のルールを文書にして取り決めたものである。 

 

 

【施策の方向と取組の概要】 

 （１）男女の職業能力の開発と就業支援 

①  個々の職業能力を高めるための自己啓発に関する情報提供等の支援  

② 情報通信機器を活用した働き方への相談・支援 

 

 

（釧路市男女平等参画推進条例） 

第３条(３) 男女が、社会の対等なパートナーとして、様々な方針の立案及び決定に参画する機会を確保する

こと。 

第３条(８) 働く男女が、性別による不利益な取扱いを受けることなく、安心して働き、生活できるようにす

ること。 

第６条の１ 事業者等は、基本理念にのっとり、その事業活動において、男女平等参画を積極的に推進するとと

もに、当該事業活動と家庭生活を含むその他の活動を両立して行うことができる事業環境を整備するよう

努めなければならない。 
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基本目標 Ⅱ 男女が共に働くための環境づくり 

 

 （２）多様な働き方を可能にするための情報提供 

①  起業を目指す女性への必要な知識や手法、学習機会に関する情報提供 

②  関係機関との連携等による相談・支援 

③  長時間労働慣行の是正 

④ 多様な働き方を選択できる環境整備 

（３）農業等自営業に従事する女性への支援 

① 自営業に従事する女性の役割の正当評価と、経営や生活などあらゆる場

における男女平等参画の促進 

② 女性が生産や経営の重要な担い手として、必要な経営管理能力の向上や

技術習得等に向けた研修機会や情報提供を促進 

③ 女性が働きやすく活動しやすい環境整備の推進 

 

【各部関連事業】   

（１）男女の職業能力の開発と就業支援 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①個々の職業能力を高

めるための自己啓発に

関する情報提供等の支

援 

 

・再就職セミナー ・国、道、他団体等との

連携 

産業振興部 

総合政策部 

②情報通信機器を活用

した働き方への相談・

支援 

 

・講習会等の開催情報

提供 

・道、他団体等との連携 産業振興部 
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基本目標 Ⅱ 男女が共に働くための環境づくり 

 

（２）多様な働き方を可能にするための情報提供 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①起業を目指す女性へ

の必要な知識や手法、

学習機会に関する情報

提供 

 

・各種講座の開催情報

の提供 

・情報誌、ホームページ

等 

産業振興部 

②関係機関との連携等

による相談・支援 

 

・実務研修セミナー ・道、産業支援機関と連

携 

 （人材育成事業） 

産業振興部 

③長時間労働慣行の是

正 

・講座、セミナー等開

催 

 

・特定事業主行動計画

に基づく取組（市役

所） 

・情報提供と意識啓発 

 

 

・市職員向け通信の発行 

 

総合政策部 

 

 

総務部 

 

④多様な働き方を選択

できる環境整備 

・講座、セミナー等開

催 

 

・情報提供と意識啓発 

・法及び各種制度の周知 

 

総合政策部 

 

（３）農業等自営業に従事する女性への支援 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①自営業に従事する女

性の役割の正当評価

と、経営や生活などあ

らゆる場における男女

平等参画の促進 

 

・家族従事者の実態把

握 

 

 

・啓発、情報提供 

・組合等他団体との連携 

 

 

 

・組合等他団体との連携 

 

総合政策部 

産業振興部 

水産港湾空港部 

 

総合政策部 

産業振興部 

水産港湾空港部 

②女性が生産や経営の

重要な担い手として、

必要な経営管理能力の

向上や技術習得等に向

けた研修機会や情報提

供を促進 

 

・農業の担い手の育成 ・研修会の開催 産業振興部 

③女性が働きやすく活

動しやすい環境整備の

推進 

 

・酪農ヘルパー事業へ

の支援 

・農休日普及の推進 産業振興部 
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基本目標 Ⅱ 男女が共に働くための環境づくり 

 

基本方向４．女性の職業生活における活躍の推進（女性活躍推進計画） 

 

就業を希望しているものの育児・介護等を理由に働いていない女性は多く、出産・育児等による離職

後の再就職では、非正規雇用者となることが多くなっています。働くことを望む女性が、その希望に応

じた働き方を実現できるよう社会全体として取り組んでいくため、平成２８年には*「女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）が施行されています。 

意識調査の「今の社会は女性が働きやすい状態（環境）にあるか」の設問に対して「女性が働きやす

い」と回答した男性は約６割でしたが、女性では約４割と、男女間での意識には大きな差がみられてい

ます。職場における固定的な性別役割分担意識は、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業取

得等を理由とする不利益等、さまざまな女性に対するハラスメントの背景にもなりやすいことから、意

識を改革するための取組が必要です。 

市も事業主として女性職員が能力を十分発揮し、活躍できる職場づくりを目指すとともに、市内企業

の事業主が取組を円滑かつ効果的に実施できるよう、必要な支援や情報提供に努め、職業生活と家庭生

活との両立を図るために必要な環境整備等の取組の推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*女性の職業生活

における活躍の

推進に関する法

律 

（女性活躍推進

法） 

近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能

力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における

活躍」という。）が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法の基

本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定

め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及

び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措

置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に

推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要

の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現する

ことを目的とする。 

【施策の方向と取組の概要】 

（１）男女が共に働きやすい環境づくりの推進 

① 長時間労働慣行の是正（再掲） 

② 多様な働き方を選択できる環境整備（再掲） 

③ ワーク・ライフ・バランス意識の啓発（再掲） 

④ 役員・管理職への女性登用 

⑤ 家事・子育て支援の促進（再掲） 

（釧路市男女平等参画推進条例） 

第３条(４) 男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、介護等の家族の一員としての役割を円滑に果

たし、かつ、自らの意思によって仕事、学習、地域活動等ができるようにすること。 

第３条(８) 働く男女が、性別による不利益な取扱いを受けることなく、安心して働き、生活できるようにす

ること。 

第６条の１ 事業者等は、基本理念にのっとり、その事業活動において、男女平等参画を積極的に推進するとと

もに、当該事業活動と家庭生活を含むその他の活動を両立して行うことができる事業環境を整備するよう

努めなければならない。 
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基本目標 Ⅱ 男女が共に働くための環境づくり 

（２）ハラスメントのない職場の実現 

① 妊娠・出産等による解雇等の防止 

② 相談体制の充実 

③ 職場研修等による意識啓発の推進 

（３）女性のライフステージに応じた支援 

① 働きたい女性の就労支援とスキルアップへの支援 

② 女性の雇用継続の促進（再掲） 

③ 女性の再就職を支援するための研修等の情報提供（再掲） 

④ 起業を志望する女性への支援 

 

【各部関連事業】  

（１）男女が共に働きやすい環境づくりの推進 

 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①長時間労働慣行の

是正（再掲） 

・講座、セミナー等開催 

 

・特定事業主行動計画に

基づく取組（市役所） 

 

・情報提供と意識啓発 

 

・市職員向け通信の発行 

 

総合政策部 

 

総務部 

 

②多様な働き方を選

択できる環境整備

（再掲） 

・講座、セミナー等開催 

 

・情報提供と意識啓発 

・法及び各種制度の周知 

 

総合政策部 

③ワーク・ライフ・

バランス意識の啓発

（再掲） 

・講座、セミナー等開催 

 

 

・特定事業主行動計画に

基づく取組（市役所） 

・情報提供と意識啓発 

 

 

・市職員向け通信の発行 

 

総合政策部 

 

 

総務部 

④役員・管理職への

女性登用 

・企業への働きかけ 

 

・特定事業主行動計画に

基づく取組（市役所） 

 

・情報提供 

 

・市職員研修等の実施 

 

総合政策部 

 

総務部 

 

⑤家事・子育て支援

の促進（再掲） 

・地域子育て支援拠点事

業 

 

・地域子育て力推進事業 

 

・特定事業主行動計画に

基づく取組（市役所） 

・地域社会の関わりをつ

くり子育て支援 

 

・せわずき・せわやき隊 

 

・市職員の各種両立支援

制度の活用促進 

こども保健部 

 

 

こども保健部 

 

総務部 
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基本目標 Ⅱ 男女が共に働くための環境づくり 

 

（２）ハラスメントのない職場の実現 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①妊娠・出産等によ

る解雇等の防止 

・企業への働きかけ ・情報提供と意識啓発 

 

総合政策部 

②相談体制の充実 ・雇用労働相談員設置 

 

・雇用労働相談所で相談

実施 

 

産業振興部 

 

③職場研修等による

意識啓発の推進 

・広報紙等に情報掲載 

 

・特定事業主行動計画に

基づく取組（市役所） 

 

・情報提供と意識啓発 

 

・市職員研修等の実施 

総合政策部 

 

総務部 

 （３）女性のライフステージに応じた支援 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①働きたい女性の就

労支援とスキルアッ

プへの支援 

 

・女性就労困難者就労支

援 

・中間的就労や軽作業の

体験 

産業振興部 

 

②女性の雇用継続の

促進（再掲） 

・広報紙等に情報掲載 

 

・特定事業主行動計画に

基づく取組（市役所） 

 

・情報提供と意識啓発 

 

・市職員の各種両立支援

制度の活用促進 

総合政策部 

 

総務部 

③女性の再就職を支

援するための研修等

の情報提供（再掲） 

・女性スキルアップ再就

職支援 

 

・広報紙等に情報掲載 

 

・国、道、他団体等との

連携 

 

・情報提供と意識啓発 

産業振興部 

総合政策部 

 

産業振興部 

総合政策部 

 

④起業を志望する女

性への支援 

・女性の創業チャレンジ

支援 

 

・女性の創業に係るセミ

ナー等の開催 

・創業事例紹介や支援制

度の説明 

 

・セミナーの開催 

産業振興部 

 

 

総合政策部 
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【基本目標Ⅱに関係する調査等の内容資料】 

 働いている方に聞きました。今の社会は女性が働きやすい状態（環境）にあると思いますか。 

 
（令和4年度 釧路市男女平等に関する市民意識・実態調査より） 

 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）という言葉を知っていますか。 

 
（令和4年度 釧路市男女平等に関する市民意識・実態調査より） 

 

女性が社会に出て働くことと家庭との関係についてどのように考えていますか。 

 
（令和4年度 釧路市男女平等に関する市民意識・実態調査より） 

12.1 

14.4 

13.4 

57.3 

38.9 

47.5 

10.2 

15.6 

13.1 

3.8 

6.7 

5.3 

12.7 

20.0 

16.6 

3.8 

3.9 

3.9 

0.0 

0.6 

0.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性(n=157)

女性 (n=180)

全体 (n=337)

大変働きやすい ある程度働きやすい 働きにくい 大変働きにくい

どれともいえない わからない 無回答

36.7 

27.8 

31.4 

18.9 

26.9 

23.4 

39.6 

42.1 

41.2 

4.8 

3.2 

4.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性(n=270)

女性 (n=349)

全体 (n=624)

聞いたことがあり、意味も知っている 聞いたことはあるが、意味は知らない

聞いたことがない 無回答

1.5 

0.6 

1.0 

3.0 

0.9 

1.8 

22.2 

21.8 

22.0 

14.4 

8.9 

11.2 

23.0 

19.8 

21.2 

21.1 

28.9 

25.3 

10.4 

15.5 

13.5 

4.4 

3.7 

4.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性(n＝270)

女性 (n＝349)

全体 (n=624)

女性は家事・育児に専念した方がよい

結婚出産まで働き、その後は家事や育児に専念した方がよい

結婚出産後は家事・育児に専念し、子どもの手が離れたら家庭に影響を与えない程度に働く方がよい

結婚出産後は家事・育児に専念し、子どもの手が離れたらもとのように働く方がよい

結婚出産後は家庭に影響を与えない程度に働き続ける方がよい

結婚や出産にかかわりなく働き続ける方がよい

わからない

無回答
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男性が女性とともに、家事、子育て、介護、地域活動に積極的に参加していくためには、どのような 

ことが必要だと思いますか。（複数回答） 

（令和4年度 釧路市男女平等に関する市民意識・実態調査より） 

 

 

あなたの家庭では「炊事」は主にどなたが行っていますか。 

（令和4年度 釧路市男女平等に関する市民意識・実態調査より） 

 

29.2 

4.3 

48.1 

17.0 

15.5 

34.6 

9.0 

3.5 

7.4 

3.2 

1.9 

2.4 

29.8 

4.3 

51.0 

18.3 

14.3 

33.2 

8.6 

3.4 

6.6 

2.6 

1.7 

2.9 

28.5 

4.4 

45.2 

15.6 

16.7 

36.7 

9.3 

3.7 

8.1 

4.1 

2.2 

1.5 

0 10 20 30 40 50 60

男性自身の抵抗感を

なくすこと

女性自身の抵抗感を

なくすこと

夫婦や家族間での

コミュニケーションをよくはかること

年配者やまわりの人が、役割分担などについての

夫婦の考え方を尊重すること

社会の中で、男性が行う家事などに

ついての評価を高めること

労働時間短縮や休暇制度を普及することで、

仕事以外の時間をより多く持てるようにすること

男性の家事などに関心を高めるよう啓発を行ったり、

研修などにより家事などの技能を高めること

男性の子育てなどの仲間（ネットワーク）

づくりを進めること

家庭と仕事の両立などについて、

男性が相談しやすい窓口を設けること

特に必要なことはない

その他

無回答

全体 (n=624) 女性 (n=349) 男性(n=270)

68.8 

79.3 

72.3 

72.4 

4.0 

5.3 

3.8 

4.5 

9.6 

10.1 

8.5 

9.8 

5.0 

3.0 

4.6 

4.2 

12.6 

2.4 

10.8 

9.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R4 共働きを

していない(n=302)

R4 共働きを

している(n=169)

H24

(n=658)

R4

(n=471)

女性 男性 夫婦が平等に 家族全員 その他
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基本目標 Ⅲ あらゆる分野への男女平等参画の推進 

 

基本目標 Ⅲ あらゆる分野への男女平等参画の推進   
 

基本方向１． 政策・方針決定過程への女性の参画拡大   

 

政治や経済、社会など多くの分野で女性の活躍が進むことは、全ての人が心豊かにいきいきと暮らすこ

とのできる社会の実現につながるものです。 

国では、「2020年代の可能な限り早期に指導的地位に占める女性の割合が30％程度になるよう目指して

取り組みを進める」とし、女性の参画が遅れている政治や経済分野について女性の参画拡大を進めていく

としています。 

市を始めとして、企業、団体等の社会の様々な分野で、政策・方針決定の場へ女性が参画し、女性の意

見が反映されることが重要で、市においては、審議会等委員の女性登用については４割達成を目標として

取り組んでいます。令和４年度の女性登用率は36.7％となり、目標値には達していないため、引き続き女

性の登用を拡大するための環境整備に努めます。 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向と取組の概要】 

（１）審議会・委員会等への女性の参画促進 

① 各種審議会等委員の公募拡大を促進し、活性化を図るとともに女性委員

の登用割合４割を達成する 

② 女性の行政に対する関心向上を図るため、学習機会の提供に努める 

（２）計画策定及び意思決定過程への女性の参画拡大 

① まちづくり等さまざまな分野における意思決定過程への女性の参画拡大 

（３）企業及び地域活動組織等への女性の参画拡大 

① 企業における女性の参画拡大に向けた取組促進のための情報提供 

② 企業をはじめ各種団体等さまざまな分野における方針決定過程への女性

の参画拡大 

③ さまざまな分野で活躍する女性の人材情報の整備・活用 

（釧路市男女平等参画推進条例） 

第３条(１) 男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の性別による差別をなくし、男女が個人として能力を発揮

する機会を確保すること。 

第３条(２) 性別による固定的な役割分担にとらわれず、男女が様々な活動を選択できるよう、社会における制

度及び慣行のあり方を、男女の活動の選択に対してできる限り中立なものとするように配慮すること。 

第３条(３) 男女が、社会の対等なパートナーとして、様々な方針の立案及び決定に参画する機会を確保するこ

と。 

第 19 条 市長その他の執行機関は、附属機関等として設置する審議会等の委員を任命し、または委嘱するとき

は、男女いずれか一方の委員の数が委員の総数の４割未満とならないよう努めるものとする。 
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基本目標 Ⅲ あらゆる分野への男女平等参画の推進 

 

【各部関連事業】  

（１）審議会・委員会等への女性の参画促進 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①各種審議会等委員

の公募拡大を促進

し、活性化を図ると

ともに女性委員の登

用割合４割を達成す

る 

・男女平等参画推進庁内

連絡会議 

 

・関係団体との連携 

 総合政策部 

 

 

総合政策部 

②女性の行政に対す

る関心向上を図るた

め、学習機会の提供

に努める 

 

・関係団体との連携 

 

・市民意識調査 

 

・男女平等参画審議会 

 

 

 

・情報提供と意識調査 

総合政策部 

 

総合政策部 

 

総合政策部 

 

 （２）計画策定及び意思決定過程への女性の参画拡大 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①まちづくり等 

さまざまな分野にお

ける意思決定過程へ

の女性の参画拡大 

 

・男女平等参画推進庁内

連絡会議等で推進を依頼 

 

・関係団体との連携 

 

 総合政策部 

 

 

総合政策部 

  

（３）企業及び地域活動組織等への女性の参画拡大 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①企業における女性

の参画拡大に向けた

取組促進のための情

報提供 

 

・国、道、関係機関等か

らの情報収集・提供 

 

・広報紙等に情報掲載 

・情報提供 

 

 

・情報提供と意識啓発 

総合政策部 

 

 

総合政策部 

②企業をはじめ各種

団体等さまざまな分

野における方針決定

過程への女性の参画

拡大 

・企業意識調査 

 

・広報紙等に情報掲載 

・情報提供と意識調査 

 

・情報提供と意識啓発 

総合政策部 

 

総合政策部 

 

 

③さまざまな分野で

活躍する女性の人材

情報の整備・活用 

・関係団体との連携 ・情報の収集 総合政策部 
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基本目標 Ⅲ あらゆる分野への男女平等参画の推進 

基本方向２． 家庭・地域社会における男女平等参画の推進   

   

活力ある地域社会を形成するためには、男女とも、希望に応じ、安心して働き、子育てすることができ

る地域社会の実現が不可欠で、さまざまな地域の活動に男女ともに多様な年齢層の参画が必要となってい

ます。 

女性も男性と同様に、地域活動の担い手としての役割を果たしていますが、ＰＴＡや町内会等、地域団

体における会長等の役職に就く割合は低い傾向にあるため、これからは、リーダーとしての女性の参画拡

大を図り、地域活動に男女平等参画の視点が反映されるよう、各団体等への働きかけに努めます。 

男女平等参画を推進するための活動拠点として平成 27年９月に開設した「男女平等参画センター 愛

称：ふらっと」では、情報や学習機会の提供、女性に関わる相談対応、女性団体の活動支援などを進めて

おりますが、意識調査では「ふらっとを知らない」とする回答が７割以上という結果となりました。引き

続き男女平等参画推進の拠点施設としての認知度を高めながら、ふらっとにおける啓発活動を実施してい

きます。 

防災や災害時、被災地の復旧・復興に関しては、男女のニーズの違いを把握したうえで施策を進める必

要があり、施策・方針を決定する過程で、女性の視点を取り入れることができるよう、女性の参画拡大を

図っていきます。 

また、男女平等参画に関する国際社会の動向の把握や、協調及び貢献に努めるほか、姉妹都市を中心と

した国際交流や国際交流団体の活動支援などを通じて、国際的な視点に立った男女平等参画への理解を深

めていきます。 

 

 

 

 

  

 

 

【施策の方向と取組の概要】 

（１）地域社会における男女平等参画に関する学習の推進 

① ＰＴＡ・町内会等の研修会など男女平等参画に関する学習の推進 

② 地域活動組織における男女の参画を進めるための学習機会の提供 

（２）家庭・地域における男女平等参画促進 

① 地域における自主活動組織への情報提供及び支援 

② 男性の家庭生活、地域活動への参画促進を目指した各種講座の開催及び

情報提供 

 

 

（釧路市男女平等参画推進条例） 

第３条(２) 性別による固定的な役割分担にとらわれず、男女が様々な活動を選択できるよう、社会における

制度及び慣行のあり方を、男女の活動の選択に対してできる限り中立なものとするように配慮すること。 

第３条(３) 男女が、社会の対等なパートナーとして、様々な方針の立案及び決定に参画する機会を確保する

こと。 

第３条(４) 男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、介護等の家族の一員としての役割を円滑に果

たし、かつ、自らの意思によって仕事、学習、地域活動等ができるようにすること。 

第３条(６) 男女平等参画の推進は、国際社会の取組と密接な関係を有していることを考慮し、国際的な連携

の下に行っていくこと。 
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基本目標 Ⅲ あらゆる分野への男女平等参画の推進 

 

（３）男女平等参画に関する市民への意識啓発、団体活動等への支援 

① 男女平等参画センターを拠点とした市民への意識啓発、関係団体等への

情報提供や支援の推進 

（４）防災分野における男女平等参画の促進 

① 防災に関する政策・方針決定過程への女性参画拡大 

② 女性の視点を活かした地域防災組織活動や避難所運営マニュアルの策定 

③ 男女平等参画の視点を取り入れた防災体制の整備、防災意識の普及啓 

発促進 

④ 消防団における女性の参画促進 

（５）国際的視野に立った男女平等参画の推進 

① 姉妹都市等との交流を通じた異文化・価値観の多様性の理解促進 

② 世界平和や地球環境保全の相互理解のための交流推進 

③ 国際的な男女平等参画に関する情報の収集・提供 

【各部関連事業】  

（１）地域社会における男女平等参画に関する学習の推進 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①ＰＴＡ・町内会等

の研修会など男女平

等参画に関する学習

の推進 

・研修会等への参加  総合政策部 

②地域活動組織にお

ける男女の参画を進

めるための学習機会

の提供 

 

・各団体との連携による

啓発講座・事業開催 

 

・道外派遣研修 

 

・家庭生活カウンセラー

養成講座 

 

・地域学校協働本部 

 

・市民運動の啓発活動 

 

・消費者教育・啓発活動 

 

 

 

 

・毎年派遣 

 

・毎年３級・２級を交替

開催 

 

・地域と学校の連携・協

働 

・各種研修会の開催 

 

・出前講座等各種学習会

の開催 

総合政策部 

 

 

総合政策部 

 

総合政策部 

 

 

学校教育部 

 

市民環境部 

 

市民環境部 
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 （２）家庭・地域における男女平等参画促進 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①地域における自主

活動組織への情報提

供及び支援 

 

・女性団体役員研修 

 

・各種講座 

 

・地域学校協働本部 

 

 

・地域組織への活動費一

部助成 

 

・関係団体の活動支援 

 

・情報提供 

 

 

 

・地域と学校の連携・協

働 

 

・活動支援と情報提供 

総合政策部 

 

総合政策部 

 

学校教育部 

 

 

市民環境部 

 

 

総合政策部 

②男性の家庭生活、

地域活動への参画促

進を目指した各種講

座の開催及び情報提

供 

 

・子どもチャレンジ 

 

・わくわくセカンドライ

フ、釧路学教養講座、託

児付き子育て応援講座、

くしろ市民大学 

 

・マタニティ講座 

 

 

 

・くしろ家のパパご飯レ

シピコンテスト（再掲） 

・保護者と参加する講座 

 

・生涯学習の一環として

の講座 

 

 

 

・パートナーも一緒に参

加 

 （講話と実践） 

 

・父親の家事参加への啓

発（男女平等参画センタ

ー） 

生涯学習部 

 

 

生涯学習部 

 

 

 

 

 

こども保健部 

 

 

総合政策部 

 

 

 

 

 （３）男女平等参画に関する市民への意識啓発、団体活動等への支援 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①男女平等参画セン

ターを拠点とした市

民への意識啓発、関

係団体等への情報提

供や支援の推進 

・男女平等参画センター

の運営 

・活動拠点の運営 

・情報提供と支援 

総合政策部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 |  

 

基本目標 Ⅲ あらゆる分野への男女平等参画の推進 

 

 （４）防災分野における男女平等参画の促進 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①防災に関する政

策・方針決定過程へ

の女性参画拡大 

 

・釧路市防災会議 ・地域防災計画の策定等

に女性委員の参画 

総務部 

②女性の視点を活か

した地域防災組織活

動や避難所運営マニ

ュアルの策定 

 

・各種防災訓練の実施 ・自主防災組織等や、防

災訓練等への参加を促す

ことで、町内会や家庭で

の防災に関する取り組み

に繋げる 

総務部 

消防本部 

③男女平等参画の視

点を取り入れた防災

体制の整備、防災意

識の普及啓発促進 

 

・出前講座等の開催 ・出前講座等を通じて、

防災意識向上に繋げる 

・情報提供 

・防災活動への男女平等

参加を促す 

総務部 

④消防団における女

性の参画促進 

 

・女性消防団員の入団

促進 

・各分団による地域（自

主防災組織、町内会等）

との連携 

消防本部 

 

 （５）国際的視野に立った男女平等参画の推進 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①姉妹都市等との交流

を通じた異文化・価値

観の多様性の理解促進 

 

・姉妹都市等との連携

強化 

・情報交換及び連携 総合政策部 

②世界平和や地球環境

保全の相互理解のため

の交流推進 

 

・国際交流団体との連

携強化 

・情報交換及び連携 総合政策部 

③国際的な男女平等参

画に関する情報の収

集・提供 

 

・広報紙等に情報掲載 ・情報提供 総合政策部 
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【基本目標Ⅲに関係する調査等の内容資料】 

 

 地方公共団体の審議会等委員に占める女性の割合の推移 

 

 

                  （内閣府：令和5年度版 男女共同参画白書より・抜粋） 

 

 

 あなたは仕事以外にどのような社会活動に参加していますか。 

 

（令和4年度 釧路市男女平等に関する市民意識・実態調査より） 

17.9 

8.0 

3.5 

1.9 

2.4 

1.0 

4.3 

20.2 

1.1 

55.0 

1.0 

2.9 

16.3 
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4.3 
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4.0 

18.9 

0.6 

57.0 

0.6 

2.6 
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1.5 

4.8 

21.9 

1.9 

52.2 

1.5 

3.0 

0 10 20 30 40 50 60

町内会、自治会活動

ボランティア活動

子供会、婦人会、ＰＴＡ活動

学習グループ活動

市民活動

消費者運動

宗教活動

趣味やスポーツ団体活動

労働組合活動

参加していない

その他

無回答

全体 (n=624) 女性 (n=349) 男性(n=270)
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基本目標 Ⅳ 多様なライフスタイルを可能にする環境整備 

 

基本目標 Ⅳ 多様なライフスタイルを可能にする環境整備 
 

基本方向１． 相談・支援体制の充実   
 

男女平等参画社会を実現するためには、男女が主体的に多様な選択を行うことができるよう、人生のさ

まざまな段階でのライフスタイルに応じたきめ細やかな支援が重要になります。 

子育てや介護、就業、配偶者やパートナーからの暴力など、女性が関わるさまざまな悩みやニーズに対

応するため、身近なところで、気軽に何でも相談できる体制づくりが必要です。 

新型コロナウイルス感染症拡大等をきっかけに、孤独・孤立問題がクローズアップされ、意識調査にお

ける「人とのつながり」についての設問では、人との付き合いがないと感じる割合は、「時々そう思う」

人まで含めると４割を超え、また、男性の方が女性よりも孤独感を感じている割合が高く、不安や悩みを

感じた時の相談相手がいない割合も高くなっています。 

これからも関係機関と連携・協力し、男女が共に健やかな人生を築いていけるよう、相談・支援体制の

充実に努めます。 

 

 

  

 

 

 

 

【施策の方向と取組の概要】 

（１）相談窓口体制の充実 

① 各種相談機関の連携及び相談窓口の周知 

（２）支援機能の充実 

① 相談員の資質向上とサポート体制の充実 

② 関係機関との連携による支援の充実 

 

 

 

 

 

（釧路市男女平等参画推進条例） 

第３条(４) 男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、介護等の家族の一員としての役割を円滑に果た

し、かつ、自らの意思によって仕事、学習、地域活動等ができるようにすること。 

第４条の２ 市は、男女平等参画の推進に当たり、市民、事業者等、教育に携わる者、国及び他の地方公共団体と

の連携及び協力を図る責務を有する。 

第20条の１ 市民は、男女平等参画に関する市の施策についての意見若しくは苦情又は男女平等参画の推進を阻

害すると認められるものがあるときは、その旨を市長に申し出ることができる。 

第20条の２ 市長は、前項の規定による申出に係る事務を行わせるため、男女平等参画相談員を設置することが

できる。 

第20条の３ 前項の男女平等参画相談員は、第１項の規定による申出があったときは、関係機関と連携し適切な

措置を講ずるものとする。 
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基本目標 Ⅳ 多様なライフスタイルを可能にする環境整備 

 

【各部関連事業】    

 （１）相談窓口体制の充実 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①各種相談機関の連携

及び相談窓口の周知 

 

・家庭福祉推進連絡協

議会 

 

 

・母子・女性関係相談 

 

・各種相談窓口の周知

用チラシ作成 

 

・広報紙等に情報掲載 

 

 

・相談事業の実施 

 

・ケース別協議と支援 

・相談員・関係者の研修

会 

 

・相談と指導の実施 

 

・情報提供 

 

 

・各種相談窓口の周知と

情報提供 

 

・相談事業実施 

こども保健部 

 

 

 

こども保健部 

 

総合政策部 

 

総合政策部 

 

 

 

総合政策部 

 

 （２）支援機能の充実 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①相談員の資質向上と

サポート体制の充実 

 

・研修機会等の情報提

供等 

・関係団体との連携 総合政策部 

関係各部 

②関係機関との連携に

よる支援の充実 

 

・家庭福祉推進連絡協

議会 

・ケース別協議と支援 

 

・相談員・関係者の研修

会 

こども保健部 
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基本目標 Ⅳ 多様なライフスタイルを可能にする環境整備 

 

基本方向２． 安心して暮らせる環境の整備   

 

高齢化が進む中で、高齢者が経験や知識を活かし、地域で生きがいを持って暮らせる環境づくりや、社

会参加の促進が重要で、社会基盤の構築を図っていく必要があります。 

また、相互に人格と個性を尊重し合い、性別や国籍、障がいの有無等によって分け隔てられることなく、

すべての人が尊重される社会の実現に向けた取組を進めます。 

非正規雇用労働者やひとり親等の理由により、生活上の困難に陥る可能性は、依然として女性の方が高

い傾向にありますが、男女を問わずその可能性はあり、貧困等の困難に対応することはもちろん、貧困等

を防止するための取組も重要となります。加えて、男女が共に仕事や家庭に関する責任を担えるよう、地

域のニーズに応じた子育て支援の充実も図っていかなければなりません。 

意識調査の結果では、「*ＬＧＢＴ」という言葉の意味まで知っている人は約 67％と高い割合となりま

したが、言葉の認知度自体は高いものの、性的マイノリティの方々が「生活しにくい社会」だと考えてい

る方の割合も約 71％という結果となりました。多様性を認め合い、誰もが暮らしやすい社会を実現する

ためには、性の多様性に対しての正しい知識の周知啓発や理解促進、施策の推進が必要です。 

男女平等参画の視点に立ち、さまざまな困難な状況におかれているすべての人が、安心して暮らせる環

境整備を進めていきます。 

 

 

*ＬＧＢＴ 

 Ｌ（レズビアン 女性を好きになる女性）、Ｇ（ゲイ 男性を好きになる男

性）、Ｂ（バイセクシュアル 同性も異性も好きになる人）、Ｔ（トランスジェ

ンダー 身体の性に違和感を持つ人）の頭文字をとった、性的マイノリティの 

総称のひとつ  

 

 

【施策の方向と取組の概要】 

（１）高齢者福祉の充実及び社会参加促進 

① 介護予防対策の促進と介護支援の充実 

② 就業促進、能力開発、社会参画促進のための支援 

（２）障がい者の自立した生活の支援 

① 社会参加や雇用・就労等を含めた総合的な障がい者施策の推進 

（３）困難な状況におかれているすべての人が尊重される社会の実現に向けた

環境づくりの推進 

①  貧困等生活上困難な人への支援 

②  すべての人が安心して暮らせる環境の整備  
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 基本目標 Ⅳ 多様なライフスタイルを可能にする環境整備 

 

（４）多様性を尊重する意識の浸透  

➀多様な性を理解し、尊重する意識の醸成を目的とする講座、研修の実施 

②パートナーシップ制度を導入し、多様性への理解促進に取り組む 

（５）社会全体での子育て支援 

① 多様な保育サービス、地域における子育て支援の推進 

② 子育て相談・支援関連の情報の提供 

 

【各部関連事業】  

（１）高齢者福祉の充実及び社会参加促進 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①介護予防対策の促進

と介護支援の充実 

 

・介護予防事業の充実 ・予防教室等の開催 福祉部 

②就業促進、能力開

発、社会参画促進のた

めの支援 

・社会参加、就業促進 

 

 

・就業機会確保事業 

 

 

・生きがい対策事業 

 

・老人クラブ活動促進 

 

・シニア向けお仕事説明

会の開催支援 

 

・シルバー人材センター

運営支援 

 

・研修会等の開催 

 

・研修会等の開催 

福祉部 

 

 

産業振興部 

 

 

福祉部 

 

福祉部 

 

（２）障がい者の自立した生活の支援 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①社会参加や雇用・就

労等を含めた総合的な

障がい者施策の推進 

 

・自立支援給付、地域

生活支援事業の充実 

・各種サービスの提供 福祉部 
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（３）困難な状況におかれているすべての人が尊重される社会の実現に向けた環境づくりの推進 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①貧困等生活上困難な

人への支援 

・ひとり親家庭の自立

支援 

 

 

 

 

 

・生活困窮者の自立促

進 

 

・孤立や孤独を抱える

人に対する相談先の周

知及び相談受付 

・相談の充実 

 

・就労サポート支援促進 

 

・ひとり親家庭日常生活

支援事業 

 

・生活相談支援センター

での相談支援と就労支援 

 

・相談先の周知及び相談

受付 

こども保健部 

 

 

 

 

 

 

福祉部 

 

 

総合政策部 

福祉部 

②すべての人が安心し

て暮らせる環境の整備 

・くしろ国際交流プラ

ザの運営 

 

・通訳者登録制度の運

用 

 

・外国人と共に暮らす

ための多文化共生セミ

ナー 

・市内在住外国人等の受

入環境づくり 

 

・通訳者の登録及び情報

提供 

 

・異文化理解や多文化共

生についての普及啓発 

総合政策部 

 

 

総合政策部 

 

 

総合政策部 

 

（４）多様性を尊重する意識の浸透 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①多様な性を理解し、

尊重する意識の醸成を

目的とする講座、研修

の実施 

 

・市民向けの講座を開

催 

 

・市職員向け研修を開

催 

 

 

・教職員を対象とした

研修会等 

 

 

 

・思春期ライフデザイ

ン講座（再掲） 

・多様性の尊重を啓発す

るための講座等の開催 

 

・管理職を対象とした研

修時に多様性の尊重につ

いて啓発 

 

・性に関する児童生徒の

実態についての情報提供

や多様な性に関する研修

会を開催 

 

・性差の理解および自分

と相手を大切にすること

を考える講座 

総合政策部 

 

 

 

 

総務部 

 

 

 

学校教育部 

 

 

こども保健部 

②パートナーシップ制

度を導入し、多様性へ

の理解促進に取り組む 

・パートナーシップ宣

誓制度の導入・運用 

 

 

総合政策部 
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基本目標 Ⅳ 多様なライフスタイルを可能にする環境整備 

（５）社会全体での子育て支援 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①多様な保育サービ

ス、地域における子育

て支援の推進 

 

・地域子育て支援拠点

事業 

 

 

・特別保育サービス 

 

 

・子育て短期支援事業 

 

 

・ひとり親家庭日常生

活支援事業 

 

 

・「すきやき隊」による

子育て支援 

 

・ファミリー・サポー

ト・センター事業によ

る育児支援 

 

・支援ガイドブック発

行 

 

・放課後児童クラブ 

 

 

 

・児童館母親クラブ 

 

 

 

・おもちゃライブラリ

ー 

・親子・家庭・地域社会

の関わりをつくり子育て

支援 

 

・時間延長保育、特別支

援保育など 

 

・一時的な子どもの預か

り 

 

・ひとり親家庭に対する

家庭生活支援 

 

 

・地域との連携による子

育て支援 

 

・地域における子育て支

援 

 

 

・情報提供 

 

 

・共稼ぎ家庭の小学生に

対し児童館等を利用し遊

びと生活の場を提供 

 

・母親など地域住民の積

極的参加による地域組織

活動の促進 

 

・交流の場の提供 

 

こども保健部 

 

 

 

こども保健部 

 

 

こども保健部 

 

 

こども保健部 

 

 

 

こども保健部 

 

 

こども保健部 

 

 

 

こども保健部 

 

 

こども保健部 

 

 

 

こども保健部 

 

 

 

総合政策部 

②子育て相談・支援関

連の情報の提供 

 

・家庭福祉推進連絡協

議会 

 

 

・地域子育て支援拠点

事業 

・ケース別協議と支援 

・相談員・関係者の研修

会 

 

・相談、情報収集、提供 

 

こども保健部 

 

 

 

こども保健部 
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基本目標 Ⅳ 多様なライフスタイルを可能にする環境整備 

 

基本方向３． 生涯学習の推進   

 

男女が共に、各人の生き方、能力、適性を考え、固定的な性別役割分担にとらわれずに、主体的に進路

を選択する能力・態度を身に付けるよう、男女平等参画の視点を踏まえた生涯学習・能力開発を推進しな

ければなりません。 

意識調査で「仕事以外に参加している社会活動」について尋ねたところ、「参加していない」という回

答が約55％で最も多く、前回調査よりも約11ポイント増加する結果となりました。社会活動の選択肢の

中の「趣味やスポーツ団体活動」「学習グループ活動」について、いずれも参加の割合は前回調査よりも

低くなっています。 

近年の女性の活躍推進に向けた動きも踏まえ、多様化、高度化した学習需要に対応するとともに、女性

の*エンパワーメントに寄与するため、生涯にわたる学習機会の提供や社会参画の促進のための取組の充

実に努めます。 

 

 

 

*エンパワーメント 

 直訳すると、「力をつける」という意味。女性が政治・経済・社会・家庭な

ど社会のあらゆる分野で、自分で意思決定し、行動できる能力を身につける

ことが、男女平等参画社会の実現に重要であるという考え方。 

 

【施策の方向と取組の概要】 

（１）多様な選択を可能にする学習機会の充実 

① 地域での学習機会の提供と学習活動の支援促進 

② 男女の社会参画促進と学習機会の充実 

（２）生涯学習関連施設の充実及び情報の提供 

① 関連施設における情報の提供充実 

② 市民の学習ニーズに応じた情報の提供 

 

 

 

 

 

 

（釧路市男女平等参画推進条例） 

第３条(１) 男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の性別による差別をなくし、男女が個人として能力を

発揮する機会を確保すること。 
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【各部関連事業】   

（１）多様な選択を可能にする学習機会の充実 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①地域での学習機会の

提供と学習活動の支援

促進 

 

・生涯学習まちづくり

出前講座 

 

 

・各種生涯学習講座開

催 

・市民の要請により、市

職員が講師となり行う出

前講座 

 

・生涯学習推進のための

講座 

生涯学習部 

 

 

 

生涯学習部 

②男女の社会参画促進

と学習機会の充実 

 

・関係女性団体活動支

援 

 

・コミュニティー施設

の運営 

 

・道外派遣研修 

 

・各種情報誌の設置 

 

 

 

 

 

 

 

・毎年派遣 

 

・情報提供 

総合政策部 

 

 

市民環境部 

 

 

総合政策部 

 

総合政策部 

 

 （２）生涯学習関連施設の充実及び情報の提供 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①関連施設における情

報の提供充実 

 

・各施設への資料配布

依頼 

 

・市役所・支所・コミュ

ニティセンター・生涯学

習センター・交流プラザ

さいわい・図書館他 

 

総合政策部 

②市民の学習ニーズに

応じた情報の提供 

 

・広報紙等に情報掲載 

 

・情報コーナーの設置 

 

・生涯学習情報の提供 

 

・情報の提供 

生涯学習部 

 

総合政策部 
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基本目標 Ⅳ 多様なライフスタイルを可能にする環境整備 

基本方向４． 生涯にわたる男女の健康支援   

 

生涯にわたって心身ともに健康で生き生きと暮らすためには、そのための環境整備が重要であり、男女

が互いの身体の特性を十分に理解し合い、相手に対する思いやりを持って生きていくことは、男女平等参

画社会形成にあたっての基本となります。 

女性は特に、妊娠・出産や女性特有の健康状態に直面する可能性もあるなど、生涯を通じて男女は異な

る健康上の問題が生じることに留意する必要があります。子どもを産む・産まないに関わらず、また、年

齢に関わらず、全ての女性の生涯を通じた健康を支援するため、*リプロダクティブ・ヘルス・ライツ（性

と生殖に関する健康と権利）の視点が重要になります。意識調査における「リプロダクティブ・ヘルス・

ライツという言葉を聞いたことがあるか」の設問では「聞いたことがある」と回答した割合は約４％で、

前回調査と同様に低い結果となりました。 

男女が互いの性差に応じた健康について理解を深めるとともに、男女の健康を生涯にわたり包括的に支

援する取組を推進します。 

 

 

 

【施策の方向と取組の概要】 

（１）妊娠・出産・育児期における女性と子どもの健康支援 

① 妊娠・出産・育児の時期を安心して過ごすための相談・支援の充実 

② 不妊治療など、保健・医療に関連する情報の提供 

（２）男女平等の視点に立った性教育の促進 

① 性に関する正しい情報の提供と教育の推進 

② 思春期における保健対策の推進 

（３）成人期・高齢期における健康づくり支援 

① 医療相談や情報の提供 

② 健康づくりを意識した啓発活動推進 

（４）保健・医療体制の充実 

① 市立釧路総合病院に女性専門外来の設置に向け、女性医師の確保に努力

するなど医療体制の充実 

 

*リプロダクティブ・ 

ヘルス・ライツ 

（性と生殖に関する

健康と権利） 

 リプロダクティブ・ヘルス・ライツには、いつ何人子どもを産むか産まないか

を選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生ま

れ育つことなどが含まれており、また、思春期や更年期における健康上の問題等

生涯を通じて自分の健康を主体的に守って生きることを言う。 

（釧路市男女平等参画推進条例） 

第３条(５) 男女が、互いの性について理解を深め、妊娠又は出産に関する事項に関し双方の意思が尊重さ

れ、生涯にわたり共に健康な生活を営むことができるようにすること。 
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基本目標 Ⅳ 多様なライフスタイルを可能にする環境整備 

 

【各部関連事業】   

（１）妊娠・出産・育児期における女性と子どもの健康支援 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①妊娠・出産・育児の

時期を安心して過ごす

ための相談・支援の充

実 

 

・母子手帳交付及び健

康相談 

 

・産後ケア事業 

 

 

 

 

・妊産婦安心出産支援

事業 

 

 

・出産・子育て応援給

付金支給事業 

 

 

 

・マタニティ講座 

 

 

・６～７か月児育児相

談 

 

・子育てに関する講座

等 

 

・訪問指導、電話・来

所による相談 

 

・育児支援家庭訪問 

 

 

・乳児家庭全戸訪問事

業 

 

 

・雇用機会均等法・労

働基準法等の関連情報

の周知 

・手帳交付時の個別相談 

 

 

・産後１年未満のお母さ

んと赤ちゃんが宿泊し、

休養、心身のケアや育児

サポートを受ける 

 

・阿寒・音別地区の妊産

婦に健康診査等の交通費

を一部助成 

 

・妊娠届け出や出生届け

出を行った妊婦等に対

し、相談体制の充実を図

るとともに給付金を支給 

 

・親の心構えや産後の相

談支援に関する情報提供 

 

・親の心構えや育児相談 

 

 

・食育や子育て等に関す

る教室など 

 

・子どもの成長発達や育

児に関する相談 

 

・産後支援や養育支援を

必要とする世帯への支援 

 

・子育てに関する情報提

供、不安や悩みの相談 

 

 

・国、道、他団体等との

連携と情報提供 

こども保健部 

 

 

こども保健部 

 

 

 

 

こども保健部 

 

 

 

こども保健部 

 

 

 

 

こども保健部 

 

 

こども保健部 

 

 

こども保健部 

 

 

こども保健部 

 

 

こども保健部 

 

 

こども保健部 

 

 

 

産業振興部 

②不妊治療など、保

健・医療に関連する情

報の提供 

・広報紙等に情報掲載 

 

・先進不妊治療費補助

金 

・道との連携による情報

提供 

・保険適用外の先進不妊

治療への助成 

こども保健部 

 

こども保健部 
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（２）男女平等の視点に立った性教育の促進 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①性に関する正しい情

報の提供と教育の推進 

 

・思春期ライフデザイ

ン講座（再掲） 

 

 

・思春期保健相談 

 

・中学生対象赤ちゃん

ふれあい体験 

 

・性差の理解および自分

と相手を大切にすること

を考える講座 

 

・思春期の性と心の相談 

 

・実際の赤ちゃんとお母

さんの親子のふれあい 

こども保健部 

 

 

 

こども保健部 

 

こども保健部 

学校教育部 

②思春期における保健

対策の推進 

 

・思春期教育関係職種

会議 

・学校・保健・医療など

関係者のネットワーク構

築 

・思春期の健康と性の問

題等の専門研修 

 

こども保健部 

 

 

  

（３）成人期・高齢期における健康づくり支援 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①医療相談や情報の提

供 

 

・健康教育 

 

 

・健康相談 

 

・女性相談の充実 

 

・健康づくりに関する教

室など 

 

・電話、来所相談実施 

 

・さまざまな女性の相談

実施 

 （出産、母子、ＤＶ

等） 

 

こども保健部 

 

 

こども保健部 

 

こども保健部 

②健康づくりを意識し

た啓発活動推進 

 

・各種健康講座 

 

 

・若者健診 

・健康づくりに関する教

室など 

 

・生活習慣病予防健診

（18～39歳対象） 

 

こども保健部 

 

 

こども保健部 

 

 （４）保健・医療体制の充実 

取組の概要 各事業 事業の概要 所管部 

①市立釧路総合病院に

女性専門外来の設置に

向け、女性医師の確保

に努力するなど医療体

制の充実 

・医療体制の充実 ・女性専門相談窓口（女

性看護師対応）の設置 

市立釧路総合病

院 
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【基本目標Ⅳに関係する調査等の内容資料】 

女性がおかれている社会的条件の改善のために必要だと思うこと。（複数回答） 

 

（令和4年度 釧路市男女平等に関する市民意識・実態調査より） 

 

 

 

 

 

30.8 

8.2 

22.9 

6.7 

16.5 

18.4 

17.6 

11.9 

14.7 

6.1 

16.3 

3.2 

7.7 

0.8 

3.2 

31.2 

6.9 

20.3 

5.2 

17.2 

19.5 

20.6 

11.5 

16.3 

7.2 

14.0 

3.4 

8.6 

0.6 

2.0 

30.0 

10.0 

26.3 

8.9 

15.6 

17.4 

13.7 

12.2 

13.0 

4.8 

19.6 

2.6 

6.7 

1.1 

4.4 

0 5 10 15 20 25 30 35

労働時間・労働条件の改善

女性自身の自覚

男性の理解と協力

団体・サークルへの参加

雇用の拡大と経済的な自立

「女なら～べきだ」といった通念

の改善

家事労働の正当な評価

女性関連の法律や制度の改正

子どもの時からの男女平等教育

職業能力の育成

労働の正当な評価

地域社会への参加

わからない

その他

無回答

全体 (n=624) 女性 (n=349) 男性(n=270)
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 男性がおかれている社会的条件の改善のために必要だと思うこと。（複数回答） 

 

 

 

（令和4年度 釧路市男女平等に関する市民意識・実態調査より） 

 

 

 

 

39.6 

24.5 

10.7 

0.5 

14.6 

16.7 

12.3 

4.2 

15.2 

6.9 

21.6 

4.2 

8.7 

0.3 

3.5 

33.8 

25.8 

12.6 

0.6 

10.9 

18.1 

14.6 

5.4 

17.8 

4.9 

17.8 

4.3 

10.6 

0 

3.4 

47.4 

23.3 

7.8 

0.4 

19.6 

15.2 

9.6 

2.6 

11.9 

9.6 

26.3 

4.1 

6.3 

0.7 

3.0 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

労働時間・労働条件の改善

男性自身の自覚

女性の理解と協力

団体・サークルへの参加

雇用の拡大と経済的な自立

「男なら～べきだ」といった通念の改善

家事能力の育成と生活の自立

暴力的・ポルノ的文化の見直し

子どもの時からの男女平等教育

職業能力の育成

労働の正当な評価

地域社会への参加

わからない

その他

無回答

全体 (n=624) 女性 (n=349) 男性(n=270)
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自分には人との付き合いがないと感じることはありますか。 

 

 

（令和4年度 釧路市男女平等に関する市民意識・実態調査より） 

 

 不安や悩みが生じたとき、相談相手（相談先）はいますか。 

 

（令和4年度 釧路市男女平等に関する市民意識・実態調査より） 

 

「ＬＧＢＴ」という言葉を聞いたことがありますか。 

 

 

（令和4年度 釧路市男女平等に関する市民意識・実態調査より） 

 

 

 

14.8 

18.3 

16.8 

39.6 

42.1 

41.0 

30.4 

30.7 

30.3 

14.4 

8.0 

10.9 

0.7 

0.9 

1.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性(n=270)

女性 (n=349)

全体 (n=624)

決してない ほとんどない 時々ある 常にある 無回答

79.6 

92.6 

86.5 

18.5 

7.2 

12.3 

1.9 

0.3 

1.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性(n＝270)

女性 (n＝349)

全体 (n=624)

いる いない 無回答

66.3 

68.5 

67.3 

20.4 

16.6 

18.3 

13.0 

14.0 

13.6 

0.4 

0.9 

0.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性(n=270)

女性 (n=349)

全体 (n=624)

聞いたことがあり、意味も知っている 聞いたことはあるが、意味は知らない

聞いたことがない 無回答
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 現在、性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）の方々にとって、差別や偏見などにより生活しにくい 

 社会だと思いますか。（複数回答） 

 

（令和4年度 釧路市男女平等に関する市民意識・実態調査より） 

 

性的マイノリティ方が差別や偏見などにより生活しにくい社会だと思う人への質問 

  性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）の人たちに対する差別や偏見をなくし、暮らしやすい社会にするためには 

どのような対策が必要だと思いますか。(複数回答） 

（令和4年度 釧路市男女平等に関する市民意識・実態調査より） 

34.4 

43.0 

38.9 

34.1 

31.2 

32.4 

2.2 

3.4 

2.9 

4.8 

4.0 

4.5 

6.3 

4.3 

5.1 

13.7 

11.5 

12.5 

4.4 

2.6 

3.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性(n=270)

女性 (n=349)

全体 (n=624)

思う どちらかといえば思う
どちらかといえば思わない 思わない
どちらともいえない わからない
無回答

75.7 

30.3 

26.7 

32.6 

11.2 

6.7 

24.5 

31.2 

5.6 

2.2 

0.7 

78.4 

26.6 

29.3 

34.4 

9.3 

5.4 

26.3 

37.1 

4.2 

1.5 

0.4 

72.4 

35.7 

23.2 

30.3 

14.1 

8.6 

22.2 

23.2 

7.6 

3.2 

0.5 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

幼少期からの差別や偏見を

なくすための教育の充実

差別を禁止する法律や

制度の見直し

性別にかかわりなく利用できる

トイレや更衣室などの設置

パートナーシップ制度

相談窓口の充実と周知

講座やパンフレットによる啓発

行政職員や学校教員に対しての

性の多様性に関する研修

学校の制服について、性別にかかわらず

スカート、ズボンなどを生徒が選択できる

わからない

その他

無回答

全体 (n=445) 女性 (n=259) 男性(n=185)
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 性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）の人たちに対する差別や偏見をなくし、暮らしやすい社会にするためには 

どのような対策が必要だと思いますか。(年代別回答） 

 

（令和4年度 釧路市男女平等に関する市民意識・実態調査より） 

71.4 

28.6 

0 

42.9 

0 

0 

14.3 

57.1 

14.3 

0 

0 

73.9 

43.5 

21.7 

60.9 

0 

4.3 

4.3 

69.6 

0 

4.3 

0 

81.6 

32.7 

28.6 

46.9 

6.1 

8.2 

24.5 

34.7 

0 

2.0 

0 

73.5 

18.4 

32.7 

26.5 

6.1 

8.2 

22.4 
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なくすための教育の充実
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性別にかかわりなく利用できる

トイレや更衣室などの設置

パートナーシップ制度

相談窓口の充実と周知

講座やパンフレットによる啓発

行政職員や学校教員に対しての

性の多様性に関する研修

学校の制服について、性別にかかわらず

スカート、ズボンなどを生徒が選択できる

わからない

その他
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18～20歳(ｎ=7) 21～29歳(n=23) 30～39歳(ｎ=49) 40～49歳(n=49)

50～59歳(ｎ=90) 60～69歳(n=106) 70～79歳(ｎ=91) 80歳以上(n=29)
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 プランの推進体制について                           

 

１ 釧路市男女平等参画審議会 

市民や事業者、学識経験者などで構成している釧路市男女平等参画審議会において、各種施策

についての総合的な観点に立った意見をいただくなど、審議会の機能が十分に発揮されるよう努

めます。 

 

２ 庁内における推進体制 

プランに基づく各施策の推進においては、市役所内において関係部局が連携しながら取組を進

める必要があることから、全庁的組織である「釧路市男女平等参画推進庁内連絡会議」を通じて、

男女平等参画施策を総合的かつ効果的に推進します。また、市職員がそれぞれの業務に男女平等

参画の視点を活かすことができるよう職員研修等を行い、男女平等参画について市職員の認識を

深めます。 

 

３ 市民団体、事業者との連携 

男女平等参画の推進に関して自主的な取組を行っている市民団体やグループを支援・育成し、

連携を図ります。また、男女平等参画の推進には事業者が担う役割が大きいことから、事業者に

対する情報提供等により、事業者との連携に努めます。 

 

４ 国、北海道との連携 

男女平等参画の取組を効果的に推進するため、国や道などの関係機関と広範な連携を図ります。 
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  《資料１》 

プラン見直しの経過 

令和４年５月 
 ・市民意識調査内容の検討 

   ６月 

6/6  令和４年度第１回審議会 

    ●市民意識調査の項目・ 

スケジュール確認 

 

   ７月 
  

 

 

   ８月 

 8/1 令和４年度第２回審議会 

   ●市民意識調査の調査内容検討 

8/22 令和４年度第３回審議会 

   ●市民意識調査の内容検討・決定 

 

   ９月 
 ・市民意識調査実施準備作業 

 （対象者リスト作成） 

  １０月 
  

 

・市民意識調査票の発送 

（2,000件） 

  １１月  ・市民意識調査の回収、集計作業 

  １２月   

令和５年１月 
1/25 令和４年度第４回審議会 

   ●市民意識調査結果の途中経過報告 

 

   ２月   

   ３月 
3/22 令和４年度第５回審議会 

   ●市民意識調査 報告書案検討 

・市民意識調査結果取りまとめ、 

報告書の作成 

   ４月   

   ５月 
5/22 令和５年度第１回審議会 

   ●プラン中間改定スケジュール確認 

・改定プランの内容検討 

   ６月     

   ７月 
7/10 令和５年度第２回審議会 

   ●プラン中間改定への意見聴取 

 

   ８月 
8/29 令和５年度第３回審議会 

   ●プラン中間改定 概要説明・意見聴取 

 

   ９月   

  １０月  ・改定プラン素案概要取りまとめ 

  １１月 

11/20 令和５年度第４回審議会 

   ●プラン中間改定素案（案）・意見聴取 

・「くしろ男女平等参画プラン（中

間改定）」素案（案）策定と審議

会委員への内容確認 

  １２月 ・パブリックコメント実施（12月～1月） 

・市議会常任委員会への「くしろ

男女平等参画プラン（中間改定）」

素案（案）報告 

令和６年１月   

   ２月 
2/15  令和５年度第５回審議会 

  ●プラン中間改定（案）説明・意見聴取  

 

   ３月 

   

       

・市議会常任委員会への「くしろ

男女平等参画プラン（中間改

定）」報告 

・「くしろ男女平等参画プラン」策

定 
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《資料２》 

 

釧路市男女平等参画審議会委員名簿 

（第７期：令和５年６月２９日～令和７年６月２８日） 

 

氏  名 職 業 等  

土 岐 圭 佑 北海道教育大学釧路校 准教授  

内 山 淑 恵 弁護士／釧路ぬさまい法律事務所 副会長 

加賀谷 淑 子 プラン策定経験者 会 長 

中 村 博 明 プラン策定経験者  

森   雅 昭 釧路信用金庫 総務部副部長  

山 田 淳 一 三ッ輪運輸株式会社 総務部総務課長  

元 氏 克 己 釧路商工会議所 総務部次長  

杉 山  誠一 

（任期R5.6.29～R5.12.21） 

冨 樫   崇 

（任期R5.12.22～R7.6.28） 

北海道釧路総合振興局保健環境部くらし・
子育て担当部長 

 

福 田 由美子 釧路市立新陽小学校校長  

加 藤 由 喜 公募委員  

杉 本 千賀子 公募委員  

野 村   香 公募委員  

蓑 島 智惠子 公募委員  

結 城 好 子 公募委員  
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  《資料３》 

 

釧路市男女平等参画推進条例 

 

平成２２年１２月１５日 

釧路市条例第４５号 

 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条－第９条） 

第２章 男女平等参画を推進するための基本的施策（第１０条－第２０条） 

第３章 釧路市男女平等参画審議会（第２１条） 

第４章 補則（第２２条） 

附則 

 

（前文） 

すべての人が個人として尊重され、性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮し、自分らしく生き 

ることができる地域社会の実現は、私たち市民の共通の願いである。 

我が国においては、個人の尊重と法の下の平等を定める日本国憲法の下で、男女平等の実現に向けた 

様々な取組が、国際社会の取組と連動しながら、法制度を整備することにより進められてきた。 

私たちのまち、釧路市においても、男女平等参画に関する基本計画である「くしろ男女平等参画プラ 

ン」を策定し、男女平等参画社会の実現に向けた様々な施策を実行してきた。 

しかしながら、女性に対する暴力、セクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害や職場、家庭、地域 

などにおける性別による固定的な役割分担意識とそれに基づく慣習や慣行が依然として存在しており、 

男女平等の実現には、なお一層の努力が必要な状況である。 

少子高齢化の進展や家族形態の多様化など、私たちを取り巻く社会環境が急速に変化している中で、 

社会のあらゆる分野において男女の人権が尊重され、平等な関係で互いに協力し合い、それぞれが責任 

を果たし、その成果を分かち合うことができる男女平等参画社会を実現しなければならない。 

このような認識の下、男女平等参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、 

男女平等参画社会を実現するため、この条例を制定する。 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における男女平等参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民、事 

業者等及び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めること 

により、男女平等参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって男女平等参画社会の実現を 

図ることを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女平等参画 男女が、その人権を尊重され、社会の対等な構成員として社会的又は文化的に形 

成された性別にとらわれず、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会 

が確保され、もって男女が平等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、 

かつ、共に責任を担うことをいう。 

(2) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善す 

るため必要な範囲内において、社会的に不利な状況にある男女のいずれか一方に対し、格差の改善 

の機会を積極的に提供することをいう。 

(3) ドメスティック・バイオレンス 夫婦若しくは恋愛関係その他の親密な関係にあり、又はあった 

男女間における身体的、経済的又は精神的な苦痛を与える暴力行為及び暴力的行為（以下「暴力行 
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為等」という。）をいう。 

(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者に対し、その意に反する性的な言動により不快感を与え、 

その言動を受けた者の生活環境を害すること及び性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利 

益を与えることをいう。 

(5) 事業者等 市内において、公的機関若しくは民間又は営利若しくは非営利を問わず事業を行う者 

並びに市内における自治会等の地域の自治組織及び市民活動団体をいう。 

(6) 教育に携わる者 市内において、学校教育、社会教育、家庭教育及び地域教育にかかわるすべて 

の者をいう。 

 

（基本理念） 

第３条 男女平等参画は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。 

(1) 男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の性別による差別をなくし、男女が個人として能力を発 

揮する機会を確保すること。 

(2) 性別による固定的な役割分担にとらわれず、男女が様々な活動を選択できるよう、社会における 

制度及び慣行のあり方を、男女の活動の選択に対してできる限り中立なものとするように配慮する 

こと。 

(3) 男女が、社会の対等なパートナーとして、様々な方針の立案及び決定に参画する機会を確保する 

こと。 

(4) 男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、介護等の家族の一員としての役割を円滑に果 

たし、かつ、自らの意思によって仕事、学習、地域活動等ができるようにすること。 

(5) 男女が、互いの性について理解を深め、妊娠又は出産に関する事項に関し双方の意思が尊重され、 

生涯にわたり共に健康な生活を営むことができるようにすること。 

(6) 男女平等参画の推進は、国際社会の取組と密接な関係を有していることを考慮し、国際的な連携 

の下に行っていくこと。 

(7) 男女が、自らの性を大切にしながら互いの人格を尊重しあうことができるよう、あらゆる形態の 

暴力を根絶すること。 

(8) 働く男女が、性別による不利益な取扱いを受けることなく、安心して働き、生活できるようにす 

 ること。 

 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女平等参画の推進に 

関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的かつ計画的に実施するとともに、その他の 

施策についても男女平等参画の視点に立って実施する責務を有する。 

２ 市は、男女平等参画の推進に当たり、市民、事業者等、教育に携わる者、国及び他の地方公共団体 

との連携及び協力を図る責務を有する。 

 

（市民の責務） 

第５条 市民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、 

男女平等参画を推進するよう努めなければならない。 

２ 市民は、市が実施する男女平等参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

 

（事業者等の責務） 

第６条 事業者等は、基本理念にのっとり、その事業活動において、男女平等参画を積極的に推進する 

とともに、当該事業活動と家庭生活を含むその他の活動を両立して行うことができる事業環境を整備 

するよう努めなければならない。 

２ 事業者等は、市が実施する男女平等参画の推進に関する施策に積極的に協力するよう努めなければ 

ならない。 

 

（教育に携わる者の責務） 

第７条 教育に携わる者は、その教育活動において、男女平等参画社会についての理解を促し、伝えて 

いくよう努めなければならない。 

（性別による権利侵害の禁止） 
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第８条 何人も、社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 性別を理由とする差別的な取扱い 

(2) ドメスティック・バイオレンス 

(3) セクシュアル・ハラスメント 

(4) その他性別に起因すると認められる暴力行為等 

 

（情報を公表する際の留意） 

第９条 何人も、公衆に表示する情報において、差別的取扱い若しくは暴力行為等を助長し、又は連想 

させる表現その他の男女平等参画の推進を阻害するような表現を行わないよう努めなければならない。 

    

 

第２章 男女平等参画を推進するための基本的施策 

 

（基本計画の策定及び見直し） 

第１０条 市長は、男女平等参画を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な計画（以下「基本計画」 

という。）を策定しなければならない。 

２ 市長は、基本計画を策定するときは、あらかじめ第２１条第１項に規定する釧路市男女平等参画審 

 議会（第２０条において「審議会」という。）の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、基本計画を策定するときは、市民、事業者等及び教育に携わる者（以下「市民等」という。） 

の意見を反映させることができるよう、適切な措置を講じなければならない。 

４ 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

５ 市長は、策定した基本計画を定期的に見直し、又は必要に応じて変更することができる。この場合 

 においては、前３項の規定を準用する。 

 

（調査及び研究） 

第１１条 市は、男女平等参画の推進に関する施策の策定及び実施に必要な調査及び研究を行うものと 

する。 

 

 （教育の分野における措置） 

第１２条 市は、市民等の男女平等参画の推進についての理解を促進するため、学校教育、社会教育、 

家庭教育、地域教育等のあらゆる教育の分野において必要な措置を講ずるものとする。 

 

 （実施状況の公表） 

第１３条 市長は、毎年、男女平等参画の推進に関する施策の実施状況を取りまとめ、これを公表する 

ものとする。 

 

 （広報及び啓発） 

第１４条 市は、男女平等参画の基本理念に対する理解が深まるよう、社会のあらゆる分野において広 

報、啓発活動その他適切な措置を講ずるものとする。 

 

 （推進体制の整備） 

第１５条 市は、男女平等参画の推進に関する施策を総合的に調整し、計画的に推進するために必要な 

体制を整備するものとする。 

 

 （財政上の措置） 

第１６条 市は、男女平等参画の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう 

努めるものとする。 

 

 （市民等に対する支援） 

第１７条 市は、男女平等参画の推進に積極的に取り組む市民等の活動に対し、これを支援するために 

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 （雇用の分野における措置） 
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第１８条 市は、市における人事管理及び組織運営において、基本理念にのっとり、男女が性別にとら 

われることなくそれぞれの能力を発揮することができるよう必要な措置を講ずるとともに、市が出資 

する団体においても同様の措置が講じられるよう努めるものとする。 

２ 市は、必要があると認めるときは、事業者等に対し男女平等参画のための調査等について、協力を 

求めることができる。 

 

 （附属機関等の委員の構成） 

第１９条 市長その他の執行機関は、附属機関等として設置する審議会等の委員を任命し、又は委嘱す 

るときは、男女いずれか一方の委員の数が委員の総数の４割未満とならないよう努めるものとする。 

 

 （意見等の申出等） 

第２０条 市民は、男女平等参画に関する市の施策についての意見若しくは苦情又は男女平等参画の推 

進を阻害すると認められるものがあるときは、その旨を市長に申し出ることができる。 

２ 市長は、前項の規定による申出に係る事務を行わせるため、男女平等参画相談員を設置することが 

 できる。 

３ 前項の男女平等参画相談員は、第１項の規定による申出があったときは、関係機関と連携し適切な 

 措置を講ずるものとする。 

４ 市長は、第１項の規定による申出があったときは、必要に応じて審議会の意見を聴くことができる。 

 

 

第３章 釧路市男女平等参画審議会 

 

第２１条 男女平等参画を推進するため、市長の附属機関として、釧路市男女平等参画審議会（以下「 

 審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 市長の諮問又は必要に応じて男女平等参画の推進に関する事項について調査審議し、市長に意見 

を述べること。 

(2) 毎年、男女平等参画の推進に関する施策の実施状況について審議し、市長に意見を述べること。 

(3) 前条第２項の男女平等参画相談員が対応した事例の中から、市の施策の改善が必要な事項を調査 

審議し、市長に意見を述べること。 

３ 審議会は、１５名以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。この場合 

において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の４割未満であってはならない。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 公募に応じた者 

(3) その他市長が必要と認めた者 

４ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、 

前任者の残任期間とする。 

５ 市長は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。 

６ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

 

第４章 補則 

 

 （委任） 

第２２条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

     附 則 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 
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 《資料４》 

女性に関する行政関係年表 

西暦（元号） 世 界 日 本 北海道 釧路市 

１９７２年 

（昭和４７年） 
・国際婦人年の宣言    

１９７５年 

（昭和５０年） 

・国際婦人年世界会議（メキ

シコシティ・第１回）「世界

行動計画」採択 

・総理府に「婦人問題企画推進

本部」 

・「婦人問題企画推進会議」 

・「婦人問題担当室」設置 

 ・国際交流へ婦人派遣開始 

１９７６年 

（昭和５１年） 
・国際婦人の十年スタート 

・民法一部改正（離婚復氏制度） 

・育児休業法施行 
  

１９７７年 

（昭和５２年） 
 

・国内行動計画決定 

・国立婦人教育会館開館 
  

１９７８年 

（昭和５３年） 
  ・北海道婦人行動計画策定 

・釧根地域婦人会館設置（管内

設置期成会） 

１９７９年 

（昭和５４年） 

・国連総会「女子差別撤廃条

約」採択 
  

・釧根地域婦人会館開館（平成

１３年福祉会館と統合） 

１９８０年 

（昭和５５年） 

・国連婦人の十年中間年世

界会議（コペンハーゲン・２

回） 

・女子差別撤廃条約 署名

式 

・女子差別撤廃条約署名決定 

・１４支庁に北海道婦人指導

員配置（平成５年女性と改

称） 

 

１９８１年 

（昭和５６年） 

・女子差別撤廃条約発効 

・ＩＬＯ１５６号条約採択

（家族的責任） 

・民法及び家事審判法の一部改

正（配偶者法定相続分引き上げ） 

・北海道婦人行動計画推進協

議会設立 

・第１回婦人教養講座開催８０

名（社会教育） 

１９８４年 

（昭和５９年） 
 

・総理府「アジア太平洋地域婦

人シンポジウム」開催 

・生活環境部道民運動推進本

部に青少年婦人局設置 
 

１９８５年 

（昭和６０年） 

・国際婦人の十年ナイロビ

世界会議開催（ナイロビ・第

３回）「婦人の地位向上ナイ

ロビ将来戦略」採択 

・国籍法及び戸籍法一部改正

（父母両系主義等） 

・男女雇用機会均等法成立 

・女子差別撤廃条約批准 

・北海道婦人問題研究懇話会

を北海道女性会議に改組 
 

１９８６年 

（昭和６１年） 
 

・男女雇用機会均等法施行 

・国民年金法一部改正（女性の

年金権） 

 

・婦人青少年課新設 

・第１回婦人リーダー養成講座

開催（５０名） 

１９８７年 

（昭和６２年） 
 

・「西暦２０００年にむけての

新国内行動計画」策定 
・北海道女性自立プラン策定 

・女性道外派遣研修開始（国立

婦人教育会館へ３名） 

１９８８年 

（昭和６３年） 
  

・生活福祉部青少年婦人室設

置 
 

１９８９年 

（平成元年） 

・国連総会 

・こどもの権利条約採択 

・新学習指導要領告示（家庭科

男女共修） 
 

・婦人教養講座を女性教養講座

に改称 

・隔年婦人国際交流 

１９９１年 

（平成３年） 

・海外経済協力基金（ＯＥＣ

Ｄ）開発と女性の配慮指針

策定 

・育児休業法成立 

・新国内行動計画第１次改定

（男女共同参画社会の形成を目

指す） 

・北海道女性プラザ開設 
・釧路市総合計画に女性自立プ

ランを盛り込む 

１９９２年 

（平成４年） 
 

・育児休業法施行 

・婦人問題担当大臣任命 
 ・女性リーダー養成講座に改称 

１９９３年 

（平成５年） 
 ・パートタイム労働法施行 ・青少年女性室と改称  

１９９４年 

（平成６年） 

・「開発と女性」に関するア

ジア太平洋大臣会議（ジャ

カルタ） 

・「男女共同参画推進本部」設置 

・「男女共同参画審議会」設置 

・「男女共同参画室」設置 

 

・女性青少年課と改称 

・生涯学習計画に女性自立プラ

ンを位置づけ 

１９９５年 

（平成７年） 

・第４回世界女性会議（北

京） 

・行動綱領及び「北京宣言」

採択 

・介護休業制度の法制化 

・ＩＬＯ１５６号条約批准 

・女性室設置 

・北海道男女共同参画懇話会

設置 

・社会教育推進計画の中に策定

を明文化 
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女性に関する行政関係年表 

 

西暦（元号） 世 界 日 本 北海道 釧路市 

１９９６年 

（平成８年） 
 

・男女共同参画２０００年プラ

ン策定 
・懇話会より新計画策定提言 

・プラン策定計画決定 

・プラン推進懇話会委員決定 

・庁内会議開催 

・プランの提言 

１９９７年 

（平成９年） 

・婦人の地位向上委員会（ニ

ューヨーク） 

・労働基準法の女性保護規定一

部改正 

・男女雇用機会均等法改正 

・北海道男女共同参画プラン

策定 

・「くしろ男女共同参画プラン」

（H9～18）策定 

・記念講演会開催 

１９９８年 

（平成１０年） 
 

・男女共同参画審議会～男女共

同参画社会基本法の答申 

・北海道国際女性フォーラム

開催 

・くしろプラン推進懇話会を設

置・委員決定１８名（一部公募） 

・プラン冊子作成 

１９９９年 

（平成１１年） 
 

・改正「男女雇用機会均等法」

施行 

・改正「育児・介護休業法」施

行 

・男女共同参画社会基本法施行 

 

・第１回推進懇話会開催 

・プランダイジェスト版配布 

・啓発講座 

・国際交流中断 

２０００年 

（平成１２年） 

・国連特別総「女性２０００

年会議」（ニューヨーク）「北

京宣言・行動綱領」の見直評

価 

・男女共同参画基本計画策定 

・ストーカー規制法施行 

・児童虐待防止法施行 

 

・懇話会開催１２回 

・啓発講座５回 

・市民意識調査実施 

・平成１２年女性週間北海道女

性会議開催 

２００１年 

（平成１３年） 
 

・内閣府男女共同参画局設置 

・「男女共同参画週間」開始 

・ＤＶ防止法施行 

・「育児・介護休業法」一部改正 

・北海道男女平等参画条例施

行 

・男女平等参画審議会設置 

・「女性に対する暴力」実態調

査報告 

・女性室を男女平等参画推進

室に改組 

・企業意識調査実施 

・啓発講座開催 

・思春期保健講座（高校生対象）

１０回開催 

・ＤＶサポート養成講座等２回

（民間共催） 

２００２年 

（平成１４年） 
  

・北海道男女平等参画基本計

画策定 

・企業意識調査報告書作成 

・男女共同参画通信発行 

・思春期保健講座（高校生対象）

１１回開催 

・生涯学習女性課と名称変更 

２００３年 

（平成１５年） 

・第２９回女性差別撤廃委

員会開催（国連）ニューヨー

ク 

（日本政府報告審査） 

・女性のチャレンジ支援推進男

女共同参画推進本部決定 

・女子差別撤廃条約実施状況報

告審議 

・「性同一性障害者の性別の取

扱いの特例に関する法律」、「次

世代育成支援対策推進法」成立 

・「少子化社会対策基本法」成

立・施行 

・北海道女性知事誕生 
・「くしろ男女共同参画プラン」

見直し着手 

２００４年 

（平成１６年） 

・第４８回国連婦人の地位

向上委員会（ニューヨーク） 

・「女性国家公務員の採用、登用

拡大」推進本部決定 

・「ＤＶ防止法」の改正・施行 

・「国民年金法」一部改正（育児

休業中の保険料免除） 

・北海道こども未来づくりの

ための少子化対策推進条例

制定 

・北海道男女平等参画チャレ

ンジ賞創設 

・「くしろ男女共同参画プラン」

（H16～18）の見直し・改定版策

定、ダイジェスト版発行 

・生涯学習課と名称変更 

（係名 生涯学習女性担当） 

２００５年 

（平成１７年） 

・第４９回国連婦人の地位

向上委員会（ニューヨーク） 

・改正「育児・介護休業法」施

行 

・国の「第２次男女共同参画基

本計画」策定 

 

・公文書性別記載欄の見直し実

施 

・第２回市民意識調査実施（１

４００人対象）調査報告書発行 

・合併により新釧路市誕生 

（H17.10.11） 
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女性に関する行政関係年表 

 

西暦（元号） 世 界 日 本 北海道 釧路市 

２００６年 

（平成１８年） 
 ・「男女雇用機会均等法」改正 

・北海道配偶者暴力防止及

び被害者保護・支援に関す

る基本計画策定 

・阿寒・音別地区の意識調査実施 

・新プラン策定懇話会発足（１２

名） 

２００７年 

（平成１９年） 
 

・改正「男女雇用機会均等法」施

行 
  

２００８年 

（平成２０年） 
 

・改正「ＤＶ防止法」施行 

・改正「ＤＶ防止法」に基づく基

本方針の改定 

・改正「パートタイム労働法」施

行 

・「次世代育成支援対策推進法」

改正 

・「第２次北海道男女平等参

画基本計画」策定 

・「くしろ男女平等参画プラン」

（H20～29）策定、ダイジェスト版

発行 

・第２回企業意識調査実施（６０

０社） 

・プラン推進講座開催 

２００９年 

（平成２１年） 
 ・「育児・介護休業法」改正 

・「第２次北海道配偶者暴力

防止及び被害者保護・支援

に関する基本計画」策定 

・企業意識調査報告書作成・配布 

・男女平等参画セミナー開催 

・条例検討委員会設置（１０名） 

・条例検討委員会開催（６回） 

２０１０年 

（平成２２年） 

・国連「北京＋１５」記念会

合開催（ニューヨーク） 

・改正「育児・介護休業法」施行 

・「第３次男女共同参画基本計

画」策定 

 

・所管を教育委員会から市長部

局へ移管（総合政策部市民協働推

進課） 

・条例検討委員会開催（３回） 

・釧路市男女平等参画推進条例

制定（H22.12.15） 

２０１１年 

（平成２３年） 

・ＵＮ Ｗｏｍｅｎ（国連

女性機関）発足 
 

・「第２次北海道男女平等参

画基本計画」指標項目等の

更新 

・条例施行（４月１日から） 

・釧路市男女平等参画審議会設

置（１２名、任期２年）H23.6.29 

・審議会開催（２回） 

２０１２年 

（平成２４年） 

・第５６回国連婦人の地位

向上委員会「自然災害にお

けるジェンダー平等と女性

のエンパワーメント」決議

案採択 

・改正「育児・介護休業法」全面

施行 

・「女性の活躍による経済活性

化を推進する関係閣僚会議」に

よる「女性の活躍促進による経

済活性化」行動計画策定 

 

・審議会開催（４回） 

・プラン中間見直しに向けて市

民意識調査実施（２０００件） 

２０１３年 

（平成２５年） 

・東アジア男女共同参画担

当大臣会合開催（北京） 

・ＡＰＥＣ「女性と経済フ

ォーラム２０１３」開催（イ

ンドネシア・バリ） 

・「配偶者暴力防止法」改正  
・審議会委員改選（H25.6.29） 

・審議会開催（５回） 

２０１４年 

（平成２６年） 

・第５８回国連婦人の地位

向上委員会「自然災害にお

けるジェンダー平等と女性

のエンパワーメント」決議

案採択 

・改正「配偶者暴力防止法」施行 

・「次世代育成支援対策推進法」

改正 

・「パートタイム労働法」改正 

・「第３次北海道配偶者暴力

防止及び被害者保護・支援

に関する基本計画」策定 

・「北の輝く女性応援会議」

設置 

・「くしろ男女平等参画プラン・

中間改訂」（H26～29）策定 

・審議会開催（５回） 
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女性に関する行政関係年表 

 

西暦（元号） 世 界 日 本 北海道 釧路市 

２０１５年 

（平成２７年） 

・国連「北京＋２０」記念会

合開催（ニューヨーク） 

・「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律」成立・一部

施行 

・「第４次男女共同参画基本計

画」策定 

・「女性の活躍支援センタ

ー」開設 

・審議会委員改選（H27.6.29） 

・男女平等参画センターふらっ

と開設（記念式典H27.9.19、開設

日H29.9.24） 

・審議会開催（２回） 

２０１６年 

（平成２８年） 
 

・「男女雇用機会均等法」改正 

・「育児・介護休業法」改正 

・「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律」完全施行 

・「北海道女性活躍推進計

画」策定 

・第３回企業意識調査実施（７０

０社） 

・第１回くしろ男女いきいき参

画表彰（H28.12.3） 

・審議会開催（４回） 

２０１７年 

（平成２９年） 
 

・改正「男女雇用機会均等法」施

行 

・改正「育児・介護休業法」施行 

 

・審議会委員改選（H29.6.29） 

・第２回くしろ男女いきいき参

画表彰（H29.10.28） 

・審議会開催（６回） 

２０１８年 

（平成３０年） 
 

・「政治分野における男女共同参 

画の推進に関する法律」公布・施 

行  

・「働き方改革を推進するための

関係法律の整備のための法律」 

・「第３次北海道男女平等参

画基本計画」策定 

・「くしろ男女平等参画プラン」

（2018～2027年度）策定 

・第３回くしろ男女いきいき参

画表彰（H30.10.28） 

・審議会開催（３回） 

２０１９年 

（平成３１年 

・令和元年） 

・「男女平等に関するパリ宣

言」（G7パリサミット） 

・「W20（women20）」日本開催 

・「女性活躍・ハラスメント規制

法」成立 

・「配偶者暴力防止法」一部改正 

・「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律」改正 

第４次北海道配偶者暴力防 

止、被害者保護及び支援等

に 関する基本計画策定 

・審議会委員改選（R元.6.29） 

・第４回くしろ男女いきいき参

画表彰（R元.10.27） 

・審議会開催（３回） 

２０２０年 

（令和２年） 

・国連「北京＋２０」記念会

合開催（ニューヨーク） 

・「第５次男女共同参画基本計

画」策定 
 

・第５回くしろ男女いきいき参

画表彰（R2.11.17） 

・審議会開催（３回） 

２０２１年 

（令和３年） 
 

・「政治分野における男女共同参 

画の推進に関する法律」改正  

・「育児・介護休業法」改正 

 

 

・審議会委員改選（R3.6.29） 

・第６回くしろ男女いきいき参

画表彰（R3.10.24） 

・審議会開催（３回） 

２０２２年 

（令和４年） 
 

・改正「育児・介護休業法」一部

施行 

 

 

・プラン中間見直しに向けて市

民意識調査実施（発送2,000件） 

・第７回くしろ男女いきいき参

画表彰（R4.10.23） 

・審議会開催（５回） 

２０２３年 

（令和５年） 
 

・「配偶者暴力防止法」改正 

・改正「育児・介護休業法」完全

施行 

 

 

・審議会委員改選（R5.6.29） 

・第８回くしろ男女いきいき参

画表彰（R5.10.22） 

・審議会開催（５回） 

２０２４年 

（令和６年） 
 ・改正「配偶者暴力防止法」施行  

・「くしろ男女平等参画プラン・

中間改訂」（2024～2027年度）策

定 
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